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中世前期の「散所」と給免瞬（網野）

【
要
約
】
　
こ
れ
ま
で
「
散
所
」
と
い
え
ぼ
、
す
ぐ
に
卑
賎
視
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
批
判
・
反
省
は
、
す
で
に
い

く
つ
か
の
論
稿
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
見
方
は
依
然
と
し
て
通
説
の
地
位
を
失
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
中
世
前
期
の
散
所
召
次
・
散
所
雑
色
・

r
駕
輿
丁
は
、
大
番
舎
人
と
同
じ
く
、
給
免
田
畠
・
在
家
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
散
所
神
人
・
散
所
法
師
の
場
合
も
、
ま
た
基
本
的
に
は
こ
れ
と
同
様
だ
っ

、
た
と
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
一
方
で
非
農
業
的
な
生
業
に
従
事
し
て
い
る
が
、
給
免
田
を
保
証
さ
れ
た
こ
と
は
一
個
の
特
権
で
あ
り
、

事
実
、
召
次
・
雑
色
・
駕
輿
論
等
は
御
家
人
ク
ラ
ス
の
人
々
す
ら
ふ
ぐ
ん
で
い
た
。
そ
れ
故
、
中
世
前
期
に
「
散
所
」
を
冠
し
て
呼
ば
れ
る
こ
と
は
、
そ

れ
自
体
と
し
て
は
卑
賎
視
と
な
ん
の
関
係
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
給
免
閏
制
と
名
田
制
と
は
、
荘
園
公
領
制
の
二
本
の
柱
で
あ
り
、
前
者

に
は
「
職
人
」
、
後
者
に
は
「
平
罠
百
姓
」
が
対
応
し
、
中
世
の
社
会
的
分
業
に
基
づ
く
二
大
身
分
を
な
し
て
お
り
、
前
掲
の
人
々
も
こ
の
意
味
で
「
職

人
」
で
あ
っ
た
。
中
世
後
期
以
降
、
　
「
散
所
」
の
語
に
卑
賎
視
が
入
っ
て
く
る
事
実
は
、
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
臼
本
の
社
会
構
造
の
大
き

な
転
換
の
な
か
に
お
い
て
、
あ
ら
た
め
て
考
え
薩
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
九
巻
一
号
　
【
九
七
六
年
［
月

序

「
散
所
」
が
被
差
別
部
落
形
成
史
の
上
で
注
圏
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
決
し
て
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
古
く
江
芦
時
代
に
は
本
居

内
面
が
、
近
代
に
入
っ
て
か
ら
は
柳
田
国
男
・
喜
田
貞
吉
な
ど
の
諸
諸
が
、
こ
の
角
度
か
ら
「
散
所
」
を
と
り
あ
げ
た
の
を
は
じ
め
、
戦
前
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

森
末
義
彰
氏
・
西
岡
虎
之
助
矯
の
実
証
的
な
論
稿
も
発
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
輪
郭
は
あ
る
程
度
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
「
散
所
」
を
中
世
賎
民
の
基
本
的
な
存
在
形
態
と
規
定
し
、
そ
れ
を
中
核
に
す
え
て
、
被
差
別
部
落
史
の
み
な
ち
ず
、
中
世
史
の
全

（1）
－
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体
像
を
構
想
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
林
屋
辰
三
郎
氏
で
あ
っ
た
。
　
一
九
五
四
年
に
発
表
さ
れ
た
画
期
的
な
論
稿
「
散
所
一
そ
の
発
生

　
　
②

と
展
開
」
に
お
い
て
、
氏
は
「
散
所
と
河
原
と
は
古
代
に
お
け
る
人
骨
の
身
分
的
差
別
が
、
中
世
に
至
っ
て
地
域
的
表
現
を
と
っ
た
も
の
で
」

そ
れ
こ
そ
が
「
部
落
史
の
序
章
」
と
な
る
べ
き
だ
と
強
調
す
る
。
そ
し
て
「
散
所
」
と
荘
園
は
「
中
世
に
お
け
る
領
有
の
二
つ
の
形
態
」
で
ハ

「
散
所
」
は
「
土
地
か
ら
の
地
子
物
を
免
除
し
て
」
　
「
住
民
の
身
柄
ぐ
る
み
の
隷
属
を
強
制
す
る
と
い
う
形
態
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
「
散

所
民
は
商
人
・
職
人
の
源
流
を
な
し
、
散
所
的
領
有
が
や
が
て
「
座
」
商
業
を
形
成
す
る
前
提
」
と
な
っ
た
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
楠

木
正
成
を
「
散
所
長
者
」
と
す
る
試
論
を
含
む
こ
の
林
屋
氏
の
論
稿
は
、
そ
の
鋭
い
洞
察
力
に
よ
っ
て
、
こ
と
の
本
質
に
強
い
光
を
あ
て
た
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
、
戦
後
の
被
差
別
部
落
史
、
さ
ら
に
は
商
工
業
史
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
。
戦
前
の
都
市
研
究
を
背
景
に
、
戦

後
、
こ
の
分
野
で
多
く
の
す
ぐ
れ
た
労
作
を
発
表
さ
れ
た
原
田
伴
嚢
子
の
主
張
も
、
林
屋
説
と
深
く
関
連
し
つ
つ
形
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

③る
。
そ
し
て
、
中
世
の
商
工
業
者
を
本
来
的
に
賎
罠
的
な
身
分
と
み
て
、
　
「
座
」
の
発
展
に
伴
な
う
そ
こ
か
ら
の
解
放
が
商
工
業
発
展
の
方
向

　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
す
る
原
田
属
の
説
は
、
林
屋
氏
の
説
と
共
鳴
し
つ
つ
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
被
差
別
部
落
形
成
史
の
基
調
を
な
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過

雷
で
は
な
か
ろ
う
。

　
し
か
し
、
林
屋
氏
の
主
張
に
対
す
る
疑
問
や
批
判
が
金
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
渡
辺
広
氏
は
早
く
も
一
九
五
六
年
に
、
　
「
散
所
」
の

語
義
は
「
本
に
対
す
る
散
所
」
で
あ
っ
て
、
　
「
最
初
か
ら
地
子
物
の
運
上
を
予
定
せ
ぬ
地
域
」
、
「
荘
園
の
一
部
」
に
存
在
す
る
「
地
子
（
租
税
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
免
除
さ
れ
た
特
定
の
地
域
」
を
散
所
と
み
る
こ
と
を
疑
問
と
し
、
　
「
散
所
本
来
の
意
味
は
賎
民
で
は
な
か
っ
た
」
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

横
井
清
氏
も
、
一
九
六
二
年
、
「
部
落
史
研
究
は
、
た
し
か
に
一
つ
の
段
階
を
終
了
し
た
」
（
傍
点
横
井
氏
）
と
明
善
面
さ
れ
、
「
散
所
民
と
い
わ
れ

れ
ば
、
た
ん
に
隷
属
民
な
る
こ
と
を
連
想
す
る
」
よ
う
な
発
想
、
　
「
か
れ
ら
が
す
べ
て
徹
底
的
な
差
別
－
賎
視
を
こ
う
む
っ
た
」
と
い
う
「
ご

く
安
易
」
な
う
け
と
り
方
に
対
す
る
反
省
の
必
要
を
強
調
し
、
　
「
中
世
封
建
社
会
に
お
け
る
諸
関
係
の
な
か
で
保
護
を
う
け
る
こ
と
と
特
権
を

認
許
さ
れ
る
こ
と
と
の
持
つ
意
味
を
、
　
「
散
所
」
と
い
う
歴
史
的
な
環
境
の
な
か
で
明
ら
か
に
し
直
し
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
べ
て

　
⑥

い
る
。
こ
の
横
井
属
の
提
言
は
、
十
余
年
後
の
現
在
に
お
い
て
み
て
も
、
ま
こ
と
に
的
確
で
あ
り
、
　
「
散
所
」
の
研
究
は
こ
の
視
角
で
進
め
ら

（2）　2
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れ
た
と
き
、
は
じ
め
て
林
屋
茂
の
洞
察
を
深
化
・
発
展
さ
せ
、
真
に
新
た
な
視
野
を
ひ
ら
き
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
し
か
し
そ
の

後
の
研
究
は
必
ら
ず
し
も
す
ぐ
に
こ
の
提
言
を
結
実
さ
せ
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
よ
う
や
く
一
九
六
九
年
、
脇
田
晴
子
属
が
そ
の
著
書
『
日
本
中
世
商
業
発
達
史
の
研
究
』
の
な
か
で
、
　
「
散
所
」
に
つ
い
て
詳
細
に

　
　
　
　
⑦

論
究
さ
れ
た
の
が
契
機
と
な
っ
て
、
　
「
散
所
」
を
め
ぐ
る
論
議
が
に
わ
か
に
活
発
化
し
、
研
究
は
明
ら
か
に
新
し
い
段
階
に
入
っ
た
。
脇
田
氏

は
そ
こ
で
、
散
所
と
は
本
所
に
対
す
る
散
在
の
「
所
」
で
あ
る
、
と
規
定
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
そ
の
「
所
」
に
属
す
る
「
従
属
奉
仕
集
団
」

そ
れ
自
体
が
、
散
在
所
領
と
し
て
「
散
所
」
と
と
ら
え
ら
れ
た
と
の
べ
て
お
り
、
そ
う
し
た
第
一
次
の
散
所
に
属
し
た
人
々
は
必
ら
ず
し
も
す

べ
て
が
卑
賎
視
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
発
展
の
な
か
で
、
多
く
の
人
々
が
土
地
と
の
結
合
を
強
め
て
い
っ
た
の
に
対
し
、
土
地
に

対
す
る
権
利
を
も
ち
え
な
か
っ
た
人
々
一
狩
猟
民
、
漁
携
民
、
商
工
業
者
、
芸
能
民
等
々
の
非
農
業
民
、
土
地
を
も
た
ぬ
農
民
た
ち
が
、
第

二
次
的
散
所
と
し
て
、
卑
賎
視
の
対
象
と
な
っ
た
と
主
張
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
．

　
こ
の
脇
田
民
の
見
解
に
は
、
一
面
、
な
お
林
屋
説
の
影
響
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
散
所
の
語
義
の
理
解
に
つ
い
て
も
、
そ
の
存
在

形
態
に
つ
い
て
も
、
林
屋
属
の
見
解
と
異
な
る
視
野
を
ひ
ら
い
て
お
り
、
お
の
ず
と
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
両
氏
の
応
酬
が
行
わ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
林
屋
氏
が
脇
田
氏
の
「
散
在
所
」
説
を
批
判
し
て
、
　
「
散
所
」
と
雑
色
・
召
次
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
を
誤
り
と
し
、
散
所
民
の
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

農
業
的
性
格
を
強
調
す
る
の
は
、
卑
賎
視
の
職
業
起
源
説
に
つ
な
が
る
と
警
告
し
た
の
に
対
し
、
脇
田
氏
も
多
く
の
史
料
を
提
示
し
て
自
説
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

補
強
し
つ
つ
、
こ
れ
に
反
論
、
一
歩
も
ひ
か
ぬ
姿
勢
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
論
争
自
体
は
い
ま
も
結
着
が
つ
い
た
と
は
い
え
な
い
、
と
私

は
思
う
が
、
他
方
、
こ
れ
と
並
行
し
て
、
林
屋
氏
と
も
、
脇
田
氏
と
も
異
な
る
視
角
か
ら
散
所
を
論
じ
た
丹
生
谷
哲
一
氏
の
二
篇
の
論
稿
が
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

表
さ
れ
、
論
議
は
さ
ら
に
一
段
と
具
体
的
な
展
開
を
み
せ
る
に
い
た
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
丹
生
谷
氏
は
第
一
の
論
稿
「
散
所
発
生
の
歴
史
的
意
義
」
に
お
い
て
、
散
所
は
本
所
に
対
応
す
る
も
の
で
、
浮
浪
賎
民
層
と
と
く
に
関
係
な

く
、
む
し
ろ
令
制
中
下
級
官
人
層
再
編
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
主
張
し
、
散
所
と
六
衛
府
の
制
と
の
関
連
に
注
志
し
て
い
る
。
そ

し
て
第
二
の
論
稿
営
所
の
形
成
羅
に
つ
い
幽
で
は
・
霰
所
L
を
冠
し
て
よ
ば
れ
る
階
層
一
辱
・
楽
入
・
召
次
・
雑
色
・
璽
・

3　（3）



．
法
師
、
神
人
、
声
聞
師
、
陰
陽
師
等
々
に
臥
を
臥
け
，
こ
れ
ら
の
N
々
が
い
ず
れ
も
律
令
官
職
制
に
お
け
る
中
下
級
官
人
層
、
広
義
の
舎
人
層

に
つ
な
が
り
、
就
中
、
天
皇
に
職
能
的
に
近
侍
・
伺
候
す
る
人
々
、
超
越
的
な
天
皇
の
私
的
官
人
と
も
い
う
べ
き
人
々
だ
っ
た
と
指
摘
し
た
の

で
あ
る
。

　
こ
れ
は
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
指
摘
だ
と
私
は
考
え
る
。
さ
き
の
横
井
氏
の
提
言
を
生
か
し
、
林
屋
氏
と
脇
田
氏
の
論
争
を
発
展
さ
せ
う
る

道
が
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
本
当
に
ひ
ら
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
も
、
こ
の
丹
生
谷
氏
の
論
稿
に
つ
づ
い
て
、
権
門
と
随
身
・

召
次
・
雑
色
の
関
係
、
さ
ら
に
散
所
と
の
関
連
を
豊
富
な
史
料
に
よ
っ
て
追
究
さ
れ
た
中
原
俊
章
氏
の
力
作
「
中
世
随
身
の
存
在
形
態
一
息

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

三
家
下
毛
野
茂
を
中
心
と
し
て
i
」
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
研
究
を
飛
躍
的
に
前
進
さ
せ
る
た
め
の
基
礎
も
、
着
実
に
築
か
れ
つ
つ
あ
る
。

　
だ
が
し
か
し
、
こ
う
し
た
多
く
の
労
作
の
出
現
に
も
拘
ら
ず
、
　
「
散
所
」
に
関
す
る
残
さ
れ
た
未
解
決
の
問
題
は
、
な
お
少
な
か
ら
ず
存
在

．
し
て
い
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
散
所
雑
色
↑
散
所
召
次
等
々
の
人
々
は
、
脇
田
氏
の
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
果
し
て
そ
れ
自
体
「
所

領
」
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
原
氏
は
随
身
下
毛
野
氏
の
所
領
に
つ
い
て
、
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
雑
色
・
召
次
自
身
の
「
所

、
領
」
は
な
か
っ
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
林
屋
馬
の
よ
う
に
、
　
「
散
所
」
を
特
定
の
土
地
と
考
え
た
場
合
に
し
て
も
、
果
し
て
そ
れ
は
本
当

に
「
不
課
の
地
」
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
「
不
課
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
散
所
民
の
き
び
し
い
人
身
的

隷
属
性
か
ら
く
る
「
不
課
」
、
あ
る
い
は
河
原
等
に
準
ず
る
意
味
で
の
「
不
霊
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
丹
生
谷
、
中
原

、
両
三
の
労
作
に
も
と
づ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
考
え
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
ま
た
、
散
所
が
河
川
等
の
交
通
の
要
衝
に
分
布
す
る
と
い
う
林
屋
氏
の
指
摘
、
散
所
属
の
な
か
に
は
非
農
業
民
が
多
か
っ
た
と
い
う

脇
田
氏
の
主
張
と
、
　
「
散
所
」
を
冠
す
る
人
々
が
天
皇
・
院
・
摂
関
家
に
近
侍
す
る
中
下
級
官
人
だ
っ
た
と
す
る
丹
生
谷
、
中
原
両
氏
の
説
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
、
一
体
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
く
る
の
か
。
そ
こ
に
、
別
書
で
ふ
れ
た
、
天
皇
と
供
御
人
・
作
手
一
非
農
業
民
の
関
係
に
つ
な
が
る
問
題

が
伏
在
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
統
一
的
に
と
ら
え
る
視
点
が
確
立
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
事
実
と
、
中
世
後
期
以
降
、
散
所
・
河
原
者
が
次
第
に
あ
る
種
の
卑
賎
視
の
対
象
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
と
を
、
総
体
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的
に
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
観
点
が
必
要
な
の
か
。
そ
れ
は
す
で
に
十
数
年
前
、
横
井
属
が
鋭
く
指
摘
さ
れ
た
、
現
在
の
被
差
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

部
落
史
の
盲
点
と
も
い
う
べ
き
保
護
と
賎
視
、
特
権
と
差
別
の
問
題
を
解
か
な
く
て
は
、
解
決
し
難
い
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
い
ま
こ
の
よ
う
な
大
き
な
問
題
の
す
べ
て
に
ふ
れ
る
こ
と
は
到
底
力
に
余
る
が
、
主
と
し
て
散
所
雑
色
・
散
所
召
次
の
給
免
田
の
問
題
を
中

心
に
す
え
、
そ
の
実
態
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
少
な
り
と
も
問
題
の
本
質
に
近
づ
い
て
み
た
い
。

①
盛
田
嘉
徳
氏
『
中
世
賎
昆
と
雑
芸
能
の
研
究
』
（
雄
山
閣
刊
）
第
一
部
第
三
章

　
「
散
所
に
関
す
る
研
究
の
変
遷
」
に
、
飴
興
の
研
究
史
は
略
述
さ
れ
て
い
る
。

②
　
　
『
古
代
国
家
の
解
体
』
W
第
二
。
同
書
第
三
「
「
山
椒
大
夫
」
の
原
像
〔
も
散

　
所
長
者
に
ふ
れ
た
す
ぐ
れ
た
論
稿
で
あ
る
。

③
戦
前
『
中
世
に
お
け
る
都
市
の
研
究
』
（
講
談
社
刊
）
を
刊
行
さ
れ
た
当
縛
の

　
原
田
氏
は
、
西
欧
の
自
由
都
市
と
の
対
比
に
お
い
て
、
日
本
の
中
批
都
市
の
あ
り

　
方
を
具
体
的
に
と
ら
え
ま
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
観
点
は
一
九
五
〇
年
代
前
半
ま

　
で
の
論
稿
に
も
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
が
、
五
〇
年
代
後
半
に
入
る
と
、
田
園
氏
の
申

　
世
都
市
研
究
の
視
点
に
、
被
差
別
部
落
の
問
題
が
は
っ
き
り
と
入
っ
て
く
る
。
「
近

　
世
都
市
と
身
分
制
度
」
（
一
九
五
五
年
）
、
「
中
世
賎
民
の
【
考
察
」
（
一
九
五
六
年
）

　
（
い
ず
れ
も
『
日
本
封
建
都
市
研
究
』
東
大
出
版
石
工
、
所
収
）
は
、
そ
う
し
た

　
観
点
か
ら
の
力
作
で
あ
り
、
林
屋
氏
の
説
と
の
深
い
関
連
を
う
か
が
わ
せ
る
。

④
　
前
註
「
中
世
難
民
の
｝
考
察
」
参
照
。

⑤
　
　
『
未
解
放
部
落
の
史
的
研
究
㈱
　
（
山
口
川
弘
文
欝
血
）
第
二
帝
国
、
第
三
「
散
所
の

　
こ
と
な
ど
」
。

⑥
「
中
世
に
お
け
る
卑
賎
観
の
展
開
と
そ
の
条
件
」
（
『
中
世
民
衆
の
生
活
文
化
』

一
　
散
所
召
次
に
つ
い
て

　
東
大
出
版
会
刊
、
所
収
）
。

⑦
『
日
本
中
世
商
業
発
達
史
の
研
究
隠
（
御
茶
の
水
書
房
刊
）
第
二
章
第
二
節
。

⑧
「
散
所
1
そ
の
後
の
考
説
」
（
日
本
史
研
究
会
史
料
研
究
都
会
編
『
中
世
の

　
権
力
と
民
衆
騒
所
収
）
。

⑨
「
散
所
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
1
林
屋
辰
三
郎
氏
の
反
批
判
に
こ
た
え
る
」
（
『
日

　
本
史
研
究
』
二
三
丹
）
。

⑩
こ
の
間
、
井
上
満
郎
氏
「
散
所
一
そ
の
語
源
に
つ
い
て
一
」
（
『
日
本
史
研
究
』

　
　
一
四
号
）
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。

⑪
　
　
『
日
本
歴
史
』
二
六
八
号
。

⑫
『
日
本
史
研
究
」
一
二
一
号
。

⑬
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
六
七
号
。

⑭
拙
稿
「
中
世
に
お
け
る
天
皇
支
配
権
の
一
考
察
」
（
『
史
学
雑
誌
』
八
一
i
八
）
。

⑯
　
川
嶋
将
生
氏
「
中
世
声
聞
師
の
一
考
察
」
　
（
『
日
本
史
研
究
』
一
〇
二
号
）
、
浅

　
香
年
木
氏
「
阿
波
忌
部
と
御
衣
御
殿
人
」
（
『
石
川
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
』
第

　
六
号
）
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
角
か
ら
こ
の
問
題
に
迫
っ
て
い
る
。

　
中
世
、
院
に
伺
候
し
て
雑
事
に
従
っ
た
召
次
に
、
御
壼
召
次
（
京
召
次
）
と
散
所
召
次
（
田
舎
召
次
）
が
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

れ
を
統
轄
し
て
い
た
之
と
は
、
す
で
に
森
末
、
丹
生
谷
、
中
原
の
諸
民
に
よ
っ
て
詳
細
に
究
明
さ
れ
て
お
り
、

近
衛
随
身
が
召
次
長
と
し
て
こ

い
ま
と
く
に
そ
れ
に
つ
け
加
え
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る
べ
き
ご
と
は
な
い
。
し
か
し
、
康
和
五
年
（
一
一
9
二
）
当
時
、
京
・
・
田
舎
あ
わ
せ
て
八
百
九
十
九
人
、
散
所
召
次
の
み
で
六
百
三
十
五
人
を

　
　
　
　
②

数
え
た
召
次
に
対
す
る
給
付
、
そ
の
経
済
的
な
基
礎
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
稿
で
も
な
お
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、

こ
こ
で
は
ま
ず
、
召
次
の
給
免
田
に
つ
い
て
管
見
に
入
っ
た
限
り
の
事
例
を
あ
げ
、
そ
の
点
を
追
究
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
高
野
山
天
野
社
領
和
泉
国
近
木
荘
の
「
正
応
五
年
近
木
庄
領
家
方
正
検
田
図
録
案
」
に
記
載
さ
れ
た
、
内
膳
給
、
櫛
造
給
、
御
酢
免
な
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

給
免
田
が
、
国
衙
領
近
木
郷
以
来
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
し
ば
し
ば
ふ
れ
た
が
、
そ
の
な
か
に
、
　
「
召
次
給
参
拾
嶺
町
野

糞
」
が
あ
り
、
別
に
「
認
業
主
免
拾
壱
町
」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
大
分
時
代
は
降
る
が
、
応
永
二
十
九
年
（
一
四
二
二
）
十
月
、
「
近

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

木
庄
領
家
方
歳
用
状
案
」
に
は
、
地
頭
方
の
田
地
も
書
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
も
「
召
次
給
十
二
町
八
反
小
四
十
歩
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
散
用
状
に
記
載
さ
れ
た
領
家
方
の
各
種
給
免
田
は
、
さ
き
の
正
応
五
年
（
＝
一
九
二
）
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
な
の
で
、
地
頭
方
の
場
合
も
領

家
方
と
同
じ
く
、
国
衙
領
以
来
の
給
田
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
と
す
る
と
、
国
衙
領
近
木
郷
に
は
、
本
来
、
四
十
七
町
三
反
小
四
十
歩
の
召
次
給

田
と
、
十
一
町
の
複
次
雑
免
田
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
建
久
九
年
前
一
一
九
八
）
六
月
日
、
召
次
の
訴
え
を
却
け
ハ
馬
野
村
領
主
源
光
賢
の
下
知
に
従
い
（
加
地
子
以
下
雑
公
事
を
勤
仕
せ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

め
た
後
鳥
羽
院
庁
下
文
案
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
在
庁
回
状
が
引
か
れ
て
い
る
。

　
　
件
馬
庭
富
者
、
往
古
露
里
召
次
之
名
田
、
即
光
賢
相
伝
之
私
領
也
、
但
為
光
賢
先
祖
之
沙
汰
、
為
募
権
勢
、
立
召
次
二
名
、
所
謂
恒
則
・
久
則
是
也
、
其

　
　
後
継
一
名
相
加
、
有
恒
也
、
以
上
三
名
分
給
田
三
町
者
、
以
馬
庭
作
田
之
内
、
令
引
募
畢
、
当
国
細
雪
、
錐
為
権
門
寄
人
・
諸
社
神
人
、
講
作
人
領
之
日
、

　
　
至
領
主
雑
事
老
、
無
解
怠
令
勤
仕
、
是
例
也

　
下
文
は
給
田
三
町
を
除
い
て
、
さ
き
の
命
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
史
料
に
よ
っ
て
、
召
次
給
を
中
核
と
す
る
召
次
名
が
い
か
に

し
て
設
定
さ
れ
た
か
を
、
あ
る
程
度
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
き
の
近
木
荘
の
給
田
と
雑
免
田
と
の
関
係
も
、
恐
ら
く
は
こ
の
召
次

給
と
召
次
名
と
の
そ
れ
に
准
じ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
そ
し
て
、
建
長
元
年
（
一
二
四
九
）
六
月
二
十
八
日
「
和
泉
国
木
嶋
郷
土
生
扇
田
数
注
文
案
」
に
も
、
「
召
次
給
一
丁
」
が
記
さ
れ
て
い
る
点
を
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あ
わ
せ
考
え
れ
ば
、
和
泉
国
に
は
、
ほ
ぼ
一
人
一
町
を
基
準
と
す
る
か
な
り
の
虚
数
の
召
次
給
と
、
召
次
雑
免
田
な
い
し
召
次
名
田
が
諸
郷
に

散
在
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
起
様
に
、
近
江
国
に
も
、
例
え
ば
嘉
慶
二
年
（
＝
二
八
八
）
十
月
十
一
巳
、
後
円
融
上
皇
院
宣
に
み
え
る
「
近
江
国
浅
井
召
次
領
井
番
代
」
な

ど
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
召
次
の
給
免
田
が
西
郡
に
わ
た
っ
て
散
在
設
定
さ
れ
て
い
た
。

　
さ
き
ご
ろ
福
田
栄
次
郎
氏
は
「
飛
峨
日
吉
神
社
文
書
」
の
内
容
を
紹
介
し
つ
つ
、
室
町
期
の
山
門
領
荘
園
の
様
相
を
論
述
し
た
興
味
深
い
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

稿
「
山
門
領
近
江
国
富
永
荘
の
研
究
」
を
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
福
田
氏
は
、
室
町
期
の
富
永
荘
が
「
庄
之
田
地
」
と
、
　
「
警
供
米
」
を

免
除
さ
れ
た
「
召
次
之
下
地
」
と
に
大
別
さ
れ
て
お
り
、
雨
森
堀
入
道
と
い
う
「
土
豪
」
が
召
次
と
号
し
て
「
庄
の
下
地
」
を
違
乱
し
た
と
い

う
注
目
す
べ
き
事
実
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
富
永
荘
は
そ
の
西
南
に
位
置
す
る
丁
野
郷
と
、
応
永
七
年
（
一
四
〇
〇
）
以
降
、
高
芝
川
の
用
水

を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
と
の
べ
て
い
る
。

　
一
方
、
そ
れ
か
ら
百
五
十
年
目
遡
っ
て
、
鎌
倉
中
期
、
『
経
俊
卿
記
』
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
八
月
十
四
日
条
、
及
び
正
嘉
元
年
（
＝
一
五
七
）

四
月
十
九
真
下
の
奏
事
目
録
に
は
、
法
勝
寺
領
丁
野
保
の
召
次
が
狼
籍
し
、
実
検
の
た
め
に
院
庁
の
使
が
遣
わ
さ
れ
た
と
い
う
記
事
が
見
ら
れ

る
。
大
分
時
期
は
隔
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
の
二
つ
の
事
実
を
あ
わ
せ
考
え
れ
ば
、
伊
香
郡
の
富
永
荘
、
丁
野
保
に
、
早
く
か
ら
召
次
の
給

免
田
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
問
違
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
『
葉
黄
記
』
寛
元
四
年
九
月
八
日
条
の
左
の
記
事
は
、
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
裏
づ
け
て
い
る
。

　
　
重
時
朝
臣
送
使
者
灘
蘇
、
近
江
国
伊
香
郡
召
次
買
主
職
事
、
政
恒
法
師
依
為
関
東
家
入
執
申
之
、
早
可
奏
書
由
返
黒
糖
、
十
四
日
申
事
由
、
遣
院
宣
了

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
伊
香
郡
召
次
、
あ
る
い
は
召
次
領
の
管
理
の
一
端
を
担
う
案
主
職
が
存
在
し
、
六
波
羅
探
題
北
条
重
時
の
推
挙
に
よ
っ
て
、

関
東
御
家
人
が
こ
の
職
に
補
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
事
実
が
判
明
す
る
。
こ
れ
は
伊
香
郡
の
召
次
の
実
態
を
物
語
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
き

わ
め
て
注
目
す
べ
き
こ
と
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
散
所
召
次
は
賎
視
さ
れ
て
い
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
鎌
倉
期
に
は
関
東
御
家
人
が
そ
’

の
案
主
職
に
な
る
こ
と
を
望
み
、
室
町
期
に
も
、
　
「
土
豪
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
人
が
、
自
ら
「
召
次
」
と
称
し
て
は
ば
か
ら
な
か
っ
た
の
で
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あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
召
次
の
給
免
田
が
設
定
さ
れ
た
の
は
、
稲
泉
国
馬
散
村
の
例
も
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
お
そ
く
と
も
平
安
末
期
ま
で
は
遡
る

こ
と
が
で
き
る
・
長
寛
二
年
（
＝
六
四
）
九
月
廿
吾
・
近
江
国
に
下
・
た
拝
借
恥
は
・
官
署
院
の
易
御
供
料
を
便
補
し
た
坂
田
北
郡
細
江

郷
内
の
保
田
に
対
す
る
、
延
暦
寺
西
塔
悪
僧
慶
救
の
押
領
を
停
止
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
感
神
宮
所
司
等
解
は
、
当
初
、

犬
上
郡
内
に
立
て
ら
れ
た
保
を
坂
田
北
郡
に
移
し
た
事
情
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　
　
里
並
難
済
所
当
、
動
線
關
如
、
医
蔵
相
尋
他
所
之
処
、
保
延
年
中
依
有
便
宜
、
以
散
位
源
保
之
坪
付
、
触
国
司
欲
立
替
当
郡
翻
刻
、
召
次
・
大
番
等
申
云
、

　
　
自
警
古
津
指
領
主
、
自
濫
開
発
由
、
不
信
用
国
司
庁
宣
之
問
、
日
別
御
供
殆
及
耳
払
之
時
、
保
司
墨
摺
井
所
司
等
、
陣
営
鳥
羽
院
之
陣
、
経
奏
聞
之
日
、

　
　
被
下
院
当
期
、
田
図
御
供
者
、
殊
勝
之
御
祈
也
、
錐
召
次
・
大
番
之
領
作
、
於
三
十
町
所
当
懸
者
、
無
僻
急
騰
可
弁
済
之
由
、
賜
庁
御
下
文
選
、
其
後
住

　
　
人
承
伏
、
弁
償
御
供
。

　
こ
の
郷
に
、
自
ら
「
開
発
」
と
号
す
る
召
次
・
大
番
舎
人
が
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
召
次
・
大
番
の
「
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

作
」
す
る
田
地
と
、
感
神
院
の
「
保
田
」
と
の
関
係
は
、
文
治
三
年
（
＝
八
七
）
十
月
十
七
日
、
後
白
河
院
試
下
文
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
明
確

に
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
、
雷
神
院
社
司
等
の
要
請
に
よ
っ
て
、
　
「
召
次
等
給
田
伍
町
玖
段
・
大
番
給
田
参
段
小
」
を
除
く
「
細
江
認
印
五

条
拾
壱
弐
両
里
」
の
田
地
は
、
国
司
の
入
勘
、
勅
院
事
、
国
役
雑
事
等
を
停
め
、
保
田
と
し
て
日
鯛
御
供
の
勤
を
専
ら
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
感
神
胆
管
坂
田
保
の
確
立
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
召
次
・
大
番
舎
人
の
開
発
、
領
織
し
た
田
地
が
給
田
と
し
て
確
定
し

た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
給
免
田
の
成
立
過
程
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

r
愛
智
郡
の
召
次
の
場
舎
も
A
恐
ら
く
事
態
は
同
じ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
長
治
三
年
（
＝
〇
六
）
、
院
召
次
勾
当
成
行
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

う
人
が
お
り
、
β
吉
保
の
田
堵
と
し
て
、
日
吉
社
及
び
愛
息
新
宮
の
神
事
を
勤
仕
し
て
い
る
が
、
鎌
倉
期
に
入
る
と
、
　
こ
の
よ
う
な
召
次
の

「
所
領
」
は
「
召
次
保
」
の
形
を
と
る
に
い
た
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
『
経
俊
卿
記
』
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
九
月
十
五
日
条
、
左
大
弁
黙
坐
平

成
俊
旧
事
目
録
に
、
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久
則
申
、
愛
智
郡
召
次
保
司
事

　
　
仰
、
早
可
仰
武
家

と
あ
る
点
か
ら
、
そ
れ
を
知
り
う
る
が
、
こ
の
久
則
は
ま
た
、
叢
記
、
正
嘉
元
年
六
月
八
日
条
の
蔵
人
堤
高
黒
熱
事
目
録
に
も

　
　
　
姉
小
路
中
納
雷
申
、
散
所
召
次
訴
事

　
　
、
仰
、
江
六
法
師
破
却
神
人
殺
害
下
手
人
住
宅
、
不
可
有
其
事
欲
之
由
、
可
問
答
久
剣
之
旨
、
可
仰

と
い
う
形
で
登
場
す
る
。
こ
れ
は
同
年
五
月
八
日
、
召
次
が
江
六
法
師
に
よ
る
住
宅
破
却
を
訴
え
た
の
に
対
し
、
五
月
十
日
、
賀
茂
神
人
等
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
反
論
を
加
え
た
の
で
、
あ
ら
た
め
て
召
次
側
の
主
張
を
久
則
に
問
う
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
み
て
も
、
久
則

が
召
次
を
統
轄
し
た
人
物
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
中
原
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
　
「
久
則
と
は
秦
久
則
、
時
に
院
随
身
で
左
将
曹
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

あ
り
召
次
長
で
も
あ
っ
た
」
人
物
で
あ
る
。
久
則
自
身
が
愛
智
郡
召
次
保
司
だ
っ
た
か
ど
う
か
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
お
明
ら
か
と
は
い
え
な
い

が
、
さ
き
の
三
主
職
の
場
合
と
同
様
、
こ
こ
で
も
問
題
が
武
家
に
関
係
し
て
い
る
点
に
は
、
注
喫
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
こ
の
愛
智
郡
の
召
次
領
の
髪
型
は
、
多
少
降
っ
て
、
至
徳
元
年
（
一
三
八
四
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
、
吉
田
郷
召
次
番
米
を
め
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

る
院
庁
召
次
番
頭
富
永
と
渇
欲
繋
馬
久
弘
の
相
論
を
通
し
て
、
さ
ら
に
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
久
弘
が
、
永
徳
二
年
（
一
三

八
二
）
及
び
翌
年
の
二
回
に
わ
た
り
、
庁
官
手
骨
を
語
ら
っ
て
院
宣
を
無
作
、
番
米
を
押
妨
し
ょ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
お
こ
っ
た
事
件
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

“
〉
　
、

カ

こ
の
と
き
、
番
頭
国
永
が
申
状
に
副
え
て
進
め
た
院
宣
・
論
旨
等
の
な
か
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
書
が
存
在
す
る
。

（
後
筆
力
V

　
「
油
小
路
殿

搬
器
竸
難
名
主
助
清
申
・
近
江
暴
智
無
窮
・
是
等
吉
友
・
久
奪
糞
・
地
下
名
主
百
姓
簿
留
事
・
勲
状
翼
翼
些
子
回

状
候
飲
、
度
々
被
無
下
　
院
宣
候
了
、
子
今
無
沙
汰
之
条
、
導
燈
不
可
然
、
為
得
分
各
別
事
云
丸
、
厳
密
可
被
加
下
知
、
於
難
渋
之
百
姓
評
者
、
可
被
処

　
　
　
　
　
（
日
野
俊
光
）

罪
科
之
由
、
治
部
卿
殿
御
奉
行
所
候
也
、
働
執
達
如
件

　
「
正
和
三
七
廿
二
」

　
　
　
　
七
月
廿
二
日
　
　
　
前
壱
岐
守
行
清

　
謹
上
　
右
三
曹
殿
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こ
れ
と
同
趣
旨
の
院
宣
が
、
吉
田
書
房
の
奉
行
に
よ
っ
て
、
元
応
元
年
（
＝
二
一
九
）
八
月
十
二
日
に
再
度
干
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
さ
き
に
番

頭
国
払
と
い
わ
れ
た
の
は
、
実
名
で
は
な
く
、
名
の
名
前
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
文
書
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
是
末
以
下
も
恐
ら
く
同

様
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
愛
智
郡
の
召
次
領
は
和
泉
国
の
場
合
と
同
様
、
い
く
つ
か
の
名
に
編
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
統
轄
す
る
番
頭
が

い
た
こ
と
、
名
主
－
召
次
自
身
は
地
下
の
名
主
・
百
姓
か
ら
、
吉
言
を
得
分
と
し
て
収
取
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
宛
所
の
右
誤
字
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

随
身
秦
氏
の
人
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
前
述
し
て
き
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の
人
は
召
次
長
と
し
て
の
資
格
だ
け
で
な
く
、
愛

智
郡
召
次
保
司
と
し
て
、
こ
の
院
宣
を
う
け
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
吉
田
郷
を
は
じ
め
、
愛
育
郡
の
各
所
に
散
在
す
る
召
次
領
は
、
延
文
二
年
目
一
三
五
七
）
、
掬
子
彦
六
の
濫
妨
を
う
け
る
な
ど

の
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
永
徳
二
年
、
さ
き
の
秦
久
弘
の
押
妨
に
よ
っ
て
、
ま
た
も
や
相
論
の
渦
中
に
お
か
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
相
論
自
体

は
、
至
徳
二
年
（
一
三
八
五
）
、
使
庁
の
裁
定
に
よ
り
、
盛
秀
・
久
弘
に
よ
る
文
書
謀
作
の
罪
が
確
定
し
た
が
、
こ
こ
に
注
目
す
べ
き
は
、
久
弘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

が
黒
作
し
た
院
宣
に
お
い
て
、
番
頭
国
永
が
「
壁
塗
男
」
と
い
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
院
宣
を
奉
行
せ
ず
と
の
べ
た
山
科
侍
従
の
書
状
も
ま
た

「
壁
御
大
工
与
三
左
衛
門
尉
」
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
国
永
の
実
名
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
こ
の
召
次
番
頭
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
「
壁

塗
」
「
壁
大
工
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
職
人
が
召
次
に
な
っ
て
い
る
事
実
を
ど
こ
ま
で
一
般
化
し
う
る
か
は
な
お
問
題
で
あ
ろ
う
が
、

召
次
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
こ
の
ほ
か
、
文
和
三
年
（
；
蓋
四
）
二
月
廿
八
日
、
左
衛
門
筆
記
某
は
、
桑
田
召
次
保
の
下
末
次
名
主
職
を
尼
円
妙
に
充
行
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
丹
波
国
の
桑
田
郡
で
あ
り
、
と
す
る
と
、
丹
波
国
に
も
名
で
編
成
さ
れ
た
召
次
保
が
存
在
し
、
と
く
に
そ
れ
を
桑
田
と
い
っ
て
い
る
点
か

ら
み
て
、
あ
る
い
は
こ
の
国
の
場
合
も
、
諸
郡
に
わ
た
っ
て
給
田
が
存
在
し
て
い
た
の
か
し
れ
な
い
。

　
以
上
、
な
お
多
く
の
見
落
し
は
あ
ろ
う
が
、
散
所
（
田
舎
）
召
次
の
給
免
田
が
和
泉
w
近
江
あ
る
い
は
丹
波
な
ど
の
国
々
の
各
地
に
散
在
し
て

い
た
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
鎌
倉
期
に
は
す
で
に
名
前
の
固
定
し
た
名
で
編
成
さ
れ
た
召
次
領
・
召
次
保
、
保
司
・
玉
上
に
よ
る
管
理
、
地

下
の
名
主
・
百
姓
か
ら
番
米
を
収
取
す
る
召
次
、
番
に
編
成
さ
れ
た
召
次
を
統
轄
す
る
番
頭
、
こ
の
よ
う
に
の
べ
て
く
る
と
、
だ
れ
し
も
す
ぐ
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に
、
摂
関
家
大
番
舎
人
と
大
番
領
の
こ
と
を
想
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
摂
関
家
大
番
領
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
牧
健
二
、
清
水
三
男
、
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

島
鉦
作
、
渡
辺
澄
夫
等
の
諸
磯
に
よ
っ
て
、
詳
細
に
解
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
開
庁
召
次
と
召
次
領
は
、
こ
れ
と
全
く
同
じ
、
と
い
っ
て
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
ほ
ど
に
酷
似
し
て
い
る
。
前
に
掲
げ
た
長
覧
二
年
の
官
宣
旨
で
「
召
次
・
大
番
」
と
書
記
さ
れ
た
の
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
召
次
の
実
態
は
大
番
舎
人
ほ
ど
詳
し
く
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
近
江
の
大
番
舎
人
の
給
免
田
は
、
　
コ

人
別
、
給
田
壱
町
・
雑
免
田
参
町
・
在
家
四
宇
」
と
均
等
で
あ
っ
た
が
、
召
次
の
場
合
、
こ
こ
ま
で
細
か
く
ぱ
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
和
泉

国
の
場
合
か
ら
推
し
て
、
恐
ら
く
こ
れ
も
同
様
に
均
等
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
逆
に
、
こ
れ
ま
で
舎
人
自
身
の
「
負
担
」
と
考
え
ら
れ
て
き
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

番
米
は
、
召
次
の
実
情
か
ら
み
て
、
　
「
得
分
」
と
兇
る
方
が
自
然
で
あ
り
、
番
頭
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
「
京
番
頭
」
と
み
る
よ
り
も
、
有
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

な
名
主
龍
召
次
が
番
頭
に
な
っ
た
と
考
え
る
方
が
よ
か
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
い
か
に
「
散
所
」
を
冠
し
て
よ
ば
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
中
世
前
期
、
散
所
召
次
が
卑
賎
視
さ
れ

た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
不
可
能
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
大
番
舎
人
が
名
主
級
の
揚
々
で
あ
り
、
案
主
・
保
司
と
い
わ
れ
る
ほ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

の
人
々
は
関
東
御
家
人
で
あ
る
場
合
が
多
い
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
召
次
の
場
合
も
、
前
述
し
た
通
り
、
こ
れ
と
同
様
で

あ
っ
た
。
召
次
領
は
た
し
か
に
「
不
課
」
と
い
う
一
面
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
給
免
田
な
る
が
故
で
あ
り
、
そ
の
年
貢
は
番
米
と
し
て
、

召
次
自
身
の
手
中
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
「
散
所
」
と
い
わ
れ
て
い
て
も
、
各
地
の
召
次
領
に
な
に
か
の
「
所
」
が
あ
っ
た
と
は
考
え
難

い
。
こ
れ
は
や
は
り
、
京
－
御
壷
（
本
所
）
に
対
す
る
田
舎
－
散
所
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
と
は
い
え
注
目
す
べ
き
は
、
召
次
の
な
か
に
、
さ
き
に
あ
げ
た
壁
塗
の
よ
う
な
非
農
業
民
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
番
舎
人
の

揚
合
に
も
共
通
す
る
特
質
で
、
渡
辺
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
大
番
領
は
湖
海
に
面
し
た
地
に
散
在
し
、
大
番
舎
人
は
、
本
来
、
魚
貝
を
貢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

進
ず
る
蟄
人
の
系
譜
を
ひ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
天
皇
・
摂
関
家
に
近
侍
し
た
人
々
の
性
格
を
考
え
て
い
く
う
え
で
、
き
わ
め
て
注

目
す
べ
き
事
実
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
鎌
倉
後
期
以
降
、
し
ば
し
ば
「
悪
党
」
と
い
わ
れ
た
畿
内
及
び
そ
の
周
辺
の
武
士
団
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

性
格
も
、
こ
の
点
を
考
慮
に
い
れ
な
く
て
は
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
そ
う
し
た
舎
人
・
召
次
の
非
農
業
民
的
性
格
は
、
決
し
て
直
ち
に
卑
賎
視
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
壁
御
大
工
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
わ
れ
た
召
次
の
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
特
権
を
認
め
ら
れ
た
「
職
人
」
的
な
側
面
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
給
免
田

を
保
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
そ
の
こ
と
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
う
し
た
召
次
の
性
格
は
、
御
壷
召
次
が
室
町
・
戦
国
期
、
　
「
召
次
座
」
を
結
ん
で
材
木
の
商
売
を
行
な
い
、
駕
輿
丁
座
と
と
も
に
A
商
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

と
し
て
活
動
し
て
い
る
事
実
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
御
壷
召
次
に
つ
い
て
は
、
そ
の
存
在
形
態
、
給
付
方
式
な
ど
を
別
個
に
追
及

　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
散
所
召
次
の
室
町
期
以
降
の
あ
り
方
も
、
ま
だ
明
ら
か
に
し
え
て
い
な
い
。
し
か
し
散
所
召
次
の
な
か
に
も
、
恐
ら

く
そ
う
し
た
方
向
に
進
ん
で
い
た
人
女
は
、
か
な
り
多
く
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
で
は
し
か
し
、
同
じ
く
「
散
所
」
を
冠
し
て
現
わ
れ
、
散
所
の
代
表
的
な
例
と
さ
れ
て
き
た
雑
色
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
召
次
に
即

し
て
こ
れ
ま
で
の
べ
て
き
た
こ
と
が
、
こ
の
場
合
も
あ
て
は
ま
る
か
ど
う
か
、
嘉
節
で
考
え
て
み
た
い
。

　
①
　
森
宋
義
彰
『
中
倣
の
社
寺
と
芸
術
』
（
目
黒
書
房
刊
）
第
四
篇
「
散
所
」
、
及
び
　
　
　
　
　
遺
文
』
と
略
す
）
。

　
　
丹
生
谷
、
中
原
貸
馬
前
掲
論
稿
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
「
経
光
獅
記
寛
書
三
年
自
四
月
十
六
日
至
四
月
二
十
九
日
巻
紙
背
文
書
」
。

　
②
『
為
房
穴
蜂
』
（
部
落
問
題
研
究
所
編
『
部
落
史
に
間
す
る
綜
合
的
研
究
』
史
　

⑫
長
治
三
年
三
月
八
日
、
日
吉
社
交
名
注
進
状
、
年
月
日
不
詳
、
近
江
国
愛
智
郡

　
　
料
第
三
所
収
、
以
下
『
綜
合
的
研
究
』
と
略
称
す
る
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鶏
供
御
人
等
解
（
『
平
安
遣
文
』
第
四
巻
、
一
六
五
二
、
＝
ハ
五
三
号
）
。

　
③
　
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
第
一
『
高
野
山
文
書
悪
難
』
又
口
細
簡
集
八
十
一
、
一
　
　
　
⑬
　
『
経
俊
獅
記
』
同
日
条
参
照
。

　
　
四
七
三
号
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
中
原
氏
前
掲
論
稿
、
三
七
頁
。

　
④
「
荘
園
公
領
制
の
形
成
と
構
造
」
（
体
系
日
本
史
護
霰
6
『
土
地
制
度
史
1
』
　
⑮
『
京
都
御
所
東
山
御
文
庫
記
録
隔
甲
七
十
一
に
、
至
徳
元
年
後
九
月
日
、
院
庁

　
　
山
川
出
版
社
刊
、
所
収
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
召
次
番
頭
国
永
申
状
＃
具
書
案
、
至
徳
二
年
六
月
十
二
日
、
譜
官
評
定
文
が
あ
り
、

　
⑤
　
註
③
文
書
、
　
｝
四
七
六
弩
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
下
は
そ
れ
に
よ
る
。

＠＠＠＠＠

「
井
手
文
書
」
　
（
竹
内
理
三
編
『
鎌
倉
遺
文
』
第
二
巻
九
八
七
号
）
。

戸
田
芳
実
編
『
泉
州
久
米
田
寺
文
書
』
　
（
岸
和
田
市
刊
）
一
〇
号
文
書
。

大
日
本
古
文
書
家
わ
け
窮
十
九
『
醍
醐
ぬ
守
文
書
之
八
』
　
｝
八
㎝
八
号
。

『
駿
台
史
学
』
三
六
号
。

竹
内
理
三
編
『
平
安
遣
瀬
』
前
文
掌
編
第
七
巻
、
三
二
一
〇
号
（
以
下
『
平
安

⑯
　
前
註
呉
書
案
。
文
書
中
に
み
え
る
霞
目
は
、
　
『
図
無
公
記
』
正
和
四
年
四
月
二

　
十
五
五
条
に
院
庁
年
預
と
し
て
み
え
る
安
倍
資
重
で
あ
ろ
う
。

⑰
　
『
公
豆
州
記
』
正
和
四
年
四
月
十
一
日
条
に
右
将
曹
泰
久
友
が
新
院
御
随
身
と

　
し
て
現
わ
れ
る
が
、
こ
の
人
で
は
あ
る
ま
い
か
。

⑱
駐
⑬
具
書
案
の
中
に
み
、
慌
る
謀
書
乏
さ
れ
た
院
宣
案
を
左
に
掲
げ
届
。
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中世前期の「散所」と給免田（網野）

　
近
江
国
愛
並
製
次
領
番
米
事
、
不
被
返
付
壁
塗
男
、
如
元
知
行
不
可
有
相
違
之

　
由
、
山
科
侍
従
殿
御
奉
行
所
艦
也
、
傍
執
達
乳
離

　
　
永
徳
二
年
十
二
月
九
日
　
左
衛
門
尉
景
定
翠

　
謹
上
　
右
目
曹
殿

⑲
　
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
十
九
、
五
五
一
頁
、
「
京
都
至
言
大
学
所
蔵
文
書
」

　
地
蔵
院
文
書
。
こ
の
文
書
は
、
清
田
善
樹
氏
の
御
数
示
に
よ
っ
て
知
っ
た
。
厚
く

　
謝
意
を
表
す
る
。
な
お
同
文
書
に
は
関
連
文
書
が
若
返
点
存
在
す
る
。

⑳
　
牧
健
二
「
摂
関
家
大
番
役
及
び
大
番
領
の
研
究
」
（
叫
史
林
』
一
七
－
琶
・
四
）
、

　
「
摂
関
家
の
大
番
領
と
和
泉
国
大
烏
庄
」
（
『
歴
史
と
地
理
』
三
〇
一
一
・
二
・
三
）
、

　
小
島
鉦
作
「
摂
関
家
大
番
領
と
し
て
の
摂
津
国
猪
名
望
」
（
『
歴
史
地
理
』
六
〇
1

　
四
）
、
清
水
三
男
「
摂
関
家
大
番
保
」
（
『
日
本
中
世
の
村
落
隔
所
収
）
、
渡
辺
澄
夫

　
『
畿
内
庄
園
の
基
礎
構
造
』
下
（
吉
川
弘
文
館
刊
）
第
二
果
圃
一
章
。

⑳
　
『
平
安
遺
文
』
の
編
者
、
及
び
牧
健
二
氏
は
こ
れ
を
「
召
次
大
番
」
と
解
し
て

　
い
る
が
、
前
述
し
た
と
こ
ろ
が
ら
み
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
う
訂
正
す
べ
き
で

　
あ
ろ
う
。

⑫
　
牧
健
二
氏
は
譲
⑰
の
第
一
論
文
で
こ
れ
を
「
庄
家
役
」
と
し
、
渡
辺
氏
も
前
掲

　
書
八
頁
で
、
　
「
舎
人
の
任
務
は
、
の
ち
に
は
番
目
の
負
担
に
転
化
す
る
」
と
解
し

　
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
解
で
あ
ろ
う
。

⑱
　
悪
日
は
番
頭
を
専
ら
「
京
番
頭
」
と
考
え
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
渡
辺
氏
前
掲
書

　
二
九
頁
以
下
の
指
摘
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
飯
倉
晴
武
「
畿
内
在
地
領
主
の
一
考
察
」
（
『
書
陵
部
紀
要
』
十
五
）
で
指
摘
さ

　
れ
て
い
る
よ
う
に
、
和
泉
国
御
家
人
和
田
氏
は
「
殿
下
雑
録
」
、
「
殿
下
御
方
案
主

　
職
」
を
相
伝
す
る
大
番
舎
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
経
光
卿
記
寛
喜
三
年
七
月
巻
紙

　
背
文
書
」
文
治
三
年
二
月
一
日
、
後
白
河
院
輩
下
文
案
（
前
欠
）
に
「
可
令
催
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
稲
田
力
）

　
末
寺
庄
薦
作
人
、
号
穏
婚
期
・
御
悩
口
供
御
人
・
会
賀
庄
宿
直
人
・
殿
下
大
番
舎

　
人
・
数
所
舎
人
・
東
北
院
選
挙
日
口
薗
住
人
、
兼
借
岩
戸
威
、
致
対
揮
仏
聖
灯
油

　
修
理
用
途
所
当
」
と
あ
る
点
も
参
照
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
　
「
散
所
舎
人
」
も
存

　
在
し
た
の
で
あ
る
。

⑳
　
一
心
掲
書
、
　
一
野
山
戸
立
ハ
。

⑳
　
拙
著
『
蒙
古
襲
来
』
　
（
小
学
館
刊
、
日
本
の
歴
史
1
0
）
で
、
こ
の
よ
う
な
武
士

　
団
を
「
職
人
」
的
武
士
団
と
規
定
し
た
が
、
も
と
よ
り
「
開
発
領
主
」
的
な
面
を

　
備
え
て
い
た
と
は
い
え
、
中
世
前
期
の
畿
内
及
び
そ
の
周
辺
の
武
士
団
は
多
少
と

　
も
ぞ
う
し
た
性
格
を
も
っ
て
い
た
。

⑰
　
こ
こ
で
い
う
「
職
人
」
に
つ
い
て
は
、
前
譲
拙
著
二
六
六
頁
以
下
参
照
。

⑱
　
『
京
都
御
所
東
山
御
文
庫
記
録
』
甲
七
十
一
、
康
正
二
年
五
月
過
、
御
壷
召
次

　
申
状
、
岡
甲
七
十
、
永
正
十
四
三
七
月
日
、
召
次
菊
千
代
重
星
状
等
参
照
。

⑱
　
御
壷
召
次
の
衣
服
料
が
最
勝
光
院
に
宛
て
ら
れ
て
い
た
の
は
「
東
寺
百
合
文
書
」

　
で
明
ら
か
で
あ
る
が
、
『
東
山
御
文
庫
記
録
』
甲
七
十
六
、
年
月
日
不
詳
の
注
文
に

　
よ
る
と
、
幸
若
、
幸
松
、
幸
光
、
辰
鶴
、
菊
若
、
辰
｝
、
幸
田
な
ど
の
御
壷
召
次

　
衣
服
料
が
、
そ
れ
ぞ
れ
円
盤
寺
、
金
剛
心
院
、
石
渚
水
八
幡
宮
社
務
、
同
田
中
、

　
得
長
寿
院
、
最
勝
光
院
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
召
次
が
幸
若
、
彦
鶴
の

　
よ
う
な
名
前
で
あ
っ
た
点
は
、
　
『
師
守
記
』
康
永
四
年
三
月
十
六
日
条
等
参
照
。

　
御
壷
召
次
の
給
付
は
こ
う
し
た
方
式
の
み
で
な
く
『
吉
続
御
記
裏
書
』
、
御
壷
召

　
追
肴
重
申
状
に
よ
れ
ば
、
禅
重
は
河
内
国
小
高
瀬
上
荘
公
文
職
半
分
を
相
伝
し
て

　
い
る
。
こ
の
分
野
に
も
今
後
究
明
す
る
必
要
の
あ
る
問
題
が
多
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
散
所
雑
色
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α

平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
、
摂
津
国
橘
御
薗
、
長
薯
浜
、
猪
名
荘
、
水
成
瀬
郷
、
草
刈
、
山
崎
、
山
城
国
山
科
、
桂
、
淀
等
々
に
根
拠
を
お
　
1
3



く
摂
関
家
散
所
雑
色
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
角
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
林
屋
氏
は
、
前
述

し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
地
が
水
陸
交
通
の
要
衝
に
位
置
す
る
点
に
注
目
し
、
散
所
民
が
き
び
し
い
人
身
的
隷
属
を
強
い
ら
れ
、
雑
役
を
勤
仕

す
る
一
方
、
狩
猟
・
三
男
等
に
携
わ
り
、
の
ち
に
は
商
人
化
し
て
い
く
こ
と
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
「
不
課
の
地
」
で
あ
る
散
所
こ
そ
、
部
落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

史
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
地
域
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
脇
田
民
は
林
屡
氏
と
同
様
、
散
所
民
の
非
農
業
的
性
格
に
注
目
す
る
が
、

そ
れ
は
散
所
の
第
二
次
的
な
形
態
で
あ
り
、
農
民
的
な
人
々
を
も
含
む
本
来
の
散
所
民
の
う
ち
、
土
地
と
結
び
つ
き
え
な
か
っ
た
人
々
が
、
農

業
的
な
中
世
社
会
の
な
か
で
寸
劇
の
対
象
と
な
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
散
所
と
は
土
地
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
散
在
の
「
所
」
に
付
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
た
人
身
的
な
隷
属
民
集
団
そ
の
も
の
と
み
る
の
で
あ
る
。
こ
の
両
氏
の
見
方
は
、
い
ず
れ
も
事
実
の
一
面
を
正
し
く
と
え
ら
て
い
る
が
、
そ

の
ど
ち
ら
の
立
場
に
立
っ
て
み
て
も
解
釈
の
で
き
ぬ
事
例
が
存
在
す
る
、
と
私
は
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
森
末
氏
は
さ
き
の
論
稿
で
多
く
の
散
所
の
事
例
に
言
及
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
、
大
庭
散
所
に
つ
い
て
は
所
在
不
明
と
し
て
い
る
。
し
か
し

こ
の
散
所
が
、
古
く
か
ら
掃
部
寮
の
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
た
河
内
国
大
庭
御
野
の
な
か
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
以
下
の
史
料
に
よ
っ
て
明
ら
か

と
い
え
よ
う
。

　
ま
ず
『
経
俊
卿
記
』
建
長
八
年
（
＝
一
五
六
）
六
月
十
三
日
条
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
顕
朝
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
散
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
近
衛
兼
経
）

　
　
先
参
院
、
以
姉
小
路
中
納
書
奏
条
々
、
掃
部
寮
申
大
庭
料
所
雑
色
山
事
、
可
講
論
大
殿
之
由
、
景
仰
下

と
い
う
記
事
が
み
え
、
同
記
、
康
元
二
年
（
一
二
五
七
）
三
月
十
六
日
条
に
も
、

　
　
　
師
光
朝
臣
申
、
大
庭
散
所
雑
色
事

　
　
仰
、
重
可
申
本
班
、
不
被
究
本
家
沙
汰
者
、
武
家
不
可
承
引
欽

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
摂
関
家
i
近
衛
家
経
の
支
配
下
に
あ
る
大
庭
散
所
雑
色
と
、
掃
部
寮
一
掃
部
頭
中
原
燈
光
と
の
間
に
係
争
が
お
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
事
実
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
つ
ぎ
の
文
書
を
み
れ
ば
、
事
態
は
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

　
　
関
白
家
前
太
政
大
臣
家
政
所
下
　
　
掃
部
寮
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中世前期の「散所」と給免田（網野）

　
　
　
可
早
任
先
例
、
弁
済
所
当
以
下
雑
事
、
停
止
引
籠
他
名
事

　
　
右
、
彼
寮
家
解
状
云
、
当
御
野
之
内
散
所
人
者
、
錐
不
従
［
口
名
所
当
、
□
紅
花
・
月
宛
恒
例
之
夫
薦
・
名
所
当
之
運
送
等
、
馬
脳
所
勤
也
、
而
近
年
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

　
　
本
在
家
井
本
田
畠
之
外
、
引
籠
他
国
、
不
随
公
役
、
未
済
数
百
石
　
丼
移
花
等
勤
、
新
儀
之
n
口
、
甚
無
謂
、
早
彼
年
≧
未
済
分
、
任
員
数
可
令
究
済
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
被
脱
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鋳
）

　
　
自
今
以
後
、
本
在
家
・
本
田
畠
野
外
、
不
可
引
籠
難
名
之
由
、
欲
仰
下
層
、
可
早
任
先
例
、
難
済
所
当
已
下
物
、
停
止
引
籠
他
愛
之
状
、
散
所
雑
色
人
等

　
　
宜
承
知
、
不
可
違
失
、
故
下

　
　
　
　
安
貞
元
年
十
二
月
　
日
　
　
案
主
惟
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
（
有
親
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

　
　
別
豪
左
中
弁
平
朝
臣
　
　
　
　
　
大
従

　
　
　
　
　
　
　
　
（
親
俊
）

　
　
　
右
中
弁
藤
原
朝
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
経
光
）

　
　
　
治
部
権
少
輔
藤
原
朝
臣

　
　
　
（
マ
・
）

　
　
　
散
位

　
こ
の
文
書
自
体
は
写
で
、
誤
写
や
写
し
落
し
も
あ
り
、
文
意
の
通
じ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
内
容
と
い
い
、
加
署
し
た
別
当
・
家
司
と
い

い
、
と
く
に
矛
盾
は
み
ら
れ
ず
、
関
白
前
太
政
大
臣
心
心
家
政
所
下
文
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ

の
下
文
は
建
長
・
康
元
の
相
論
を
遡
っ
た
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
「
当
無
野
」
は
大
庭
御
野
、
「
散
所
雑
色
人
」
は
大

庭
散
所
雑
色
と
み
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
大
庭
田
野
の
田
畠
に
関
わ
る
同
じ
こ
ろ
の
売
券
は
「
勝
尾
寺
文
書
」
に
多
数
見
出
し
う
る
が
、
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
負
担
と
し
て
記
さ
れ
た
品
目
の
な
か
に
、
畠
地
子
、
宿
直
米
と
と
も
に
「
公
役
紅
花
」
が
あ
り
、
　
「
薦
田
」
と
い
う
田
地
が
存
在
し
て
い
る

こ
と
も
、
こ
の
文
書
の
内
容
の
真
実
性
を
別
の
面
か
ら
裏
づ
け
て
い
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
散
所
雑
色
は
、
草
野
の
年
貢
課
役
の
賦
課
さ
れ
ぬ

「
本
在
家
・
本
田
畠
」
、
つ
ま
り
給
田
在
家
、
給
免
田
畠
を
保
持
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
田
野
の
他
の
名
田
畠
を
も
、
自
名
に
馬
丁
め
よ
う
と

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
た
散
所
雑
色
の
動
き
は
、
建
長
・
康
元
を
こ
え
て
、
建
武
四
年
（
一
三
三
七
）
に
い
た
る
ま
で
つ
づ
い
て
い
た
。
こ
の
年
七
月
二
十
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

日
、
大
炊
権
助
中
原
師
音
に
宛
て
て
下
っ
た
光
厳
上
皇
院
宣
は
、
掃
部
寮
領
河
内
国
大
庭
下
野
内
散
所
名
の
土
民
が
、
年
貢
を
抑
留
し
、
勅
裁

15　（15）



を
叙
用
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
柄
誠
を
加
え
、
寮
家
の
管
領
を
金
う
す
べ
し
と
命
じ
て
い
る
。
散
所
雑
色
の
給
免
田
は
、
こ
の
こ
ろ
ま
で
に
、

「
散
所
名
」
と
い
う
形
に
固
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
大
庭
御
野
が
文
徳
天
皇
の
大
宝
年
中
に
設
定
さ
れ
た
と
い
う
伝
え
を
も
ち
、
恐
ら
く
は
莚
作
手
の
よ
う
な
商
工
罠
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
大
庭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

御
野
供
御
人
の
根
拠
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
御
野
に
給
免
田
を
も
つ
散
所
雑
色
も
ま
た
、
こ
う

し
た
非
農
業
的
な
生
業
を
一
方
で
営
ん
で
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
、
十
分
な
根
拠
を
も
っ
て
い
る
。
散
所
雑
色
が
非
農
業
民
的
性
格
を
も
つ

と
い
う
林
屋
・
脇
田
両
氏
の
指
摘
は
、
こ
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
実
態
は
、
羅
馬
の
説
と
は
か
な
り
か
け
は
な

れ
た
も
の
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
さ
き
の
文
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
散
所
雑
色
は
「
本
在
家
・
本
田
畠
」
の
ほ
か
の
名
田
に
つ
い
て
は
、
御
野
に
公
役
を
弁
じ

て
い
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
給
免
田
畠
・
在
家
に
は
御
野
の
課
役
は
賦
課
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
さ
き
の
召
次
の
例
か
ら
み
て
、
そ
の

年
貢
・
雑
役
は
雑
色
自
身
の
手
中
に
入
っ
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
鎌
倉
・
甫
北
朝
初
期
の
時
点
で
は
、
　
「
散
所
名
」
は

決
し
て
「
部
落
史
の
序
章
」
た
り
う
る
よ
う
な
地
域
で
は
な
く
、
散
所
雑
色
が
そ
の
非
農
業
民
的
な
性
格
か
ら
卑
賎
視
さ
れ
て
い
た
、
と
も
到

底
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
散
所
雑
色
は
摂
関
家
の
威
を
か
り
、
給
免
田
畠
を
根
拠
と
し
て
、
た
え
ず
御
壁
の
田
畠
を
と
り
こ
め
よ

う
と
試
み
、
保
証
さ
れ
た
「
特
権
」
を
背
景
に
、
掃
部
寮
領
を
威
圧
し
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
散
所
雑
色
は
「
土
地
と
結
び
つ
き
え
な
か
っ
た
」
わ
け
で
も
な
い
。
た
し
か
に
こ
の
散
所
雑
色
領
が
、
人
的
な
従
属
関
係
を
通
し

て
成
立
し
た
所
領
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
散
所
は
決
し
て
隷
属
民
集
団
一
人
間
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
雑
色
領
－
土
地
を
さ
す
と

考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
雑
色
自
身
は
給
田
免
畠
の
年
貢
等
を
収
取
し
つ
つ
、
散
所
名
の
名
主
と
し
て
の
地
位
を
保
ち
、
一
方
で
非

農
業
的
な
生
業
に
従
事
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
故
、
召
次
と
同
じ
く
ハ
彼
等
も
「
職
人
」
的
性
格
を
そ
な
え
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。　

で
は
、
こ
う
し
た
大
庭
散
所
雑
色
の
性
格
は
、
ど
こ
ま
で
一
般
化
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
勝
尾
寺
文
書
」
に
は
、
大
庭
分
野
の
す
ぐ
近
辺
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中世前期のr散所」と給免田（網野）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
み
ら
れ
る
「
草
苅
」
の
田
畠
に
関
す
る
売
券
も
、
多
く
存
在
し
て
い
る
。
摂
津
国
草
刈
に
散
所
が
あ
っ
た
こ
と
は
「
近
衛
家
領
目
録
」
に
よ

っ
て
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、
河
内
の
大
庭
散
所
雑
色
も
、
恐
ら
く
こ
の
箪
刈
の
散
所
雑
色
と
緊
密
な
関
係
を
も
つ
集
団
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

こ
れ
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
興
味
深
い
史
料
が
存
在
す
る
。

　
　
（
近
）
　
　
　
　
（
マ
・
∀

　
　
□
衛
府
生
下
野
毛
武
清
謹
雷
上

　
　
　
　
　
　
　
　
（
近
衛
家
基
）

　
　
来
二
月
十
一
日
内
大
臣
殿
御
春
日
詣
舞
人
役
、
可
参
勤
由
被
仰
下
上
者
、
尤
可
勤
仕
処
、
不
階
過
法
間
、
難
参
勤
子
細
事

　
　
副
進

　
　
　
院
宣
案

　
　
（
右
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
可
）

　
　
□
舞
人
盛
事
、
為
蓬
潜
門
吉
事
、
尤
□
参
勤
之
処
、
不
肖
延
弱
身
候
之
間
、
口
申
入
子
細
也
、
其
故
者
、
草
苅
散
所
事
、
武
秋
任
相
伝
奉
行
之
、
而
虫
嘉

　
　
　
　
　
　
（
武
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拝
）

　
　
禎
之
比
、
□
茂
奉
行
之
時
、
以
草
苅
散
所
領
内
面
罵
・
末
光
両
名
、
譲
講
武
清
之
親
父
□
下
之
問
、
多
年
領
知
之
、
其
後
武
清
□
領
踏
処
、
近
年
為
天
王

　
　
　
　
　
（
幸
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
沙
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
連
力
）

　
　
寺
≧
官
誌
面
、
無
是
非
所
被
押
領
也
、
野
間
武
秋
落
汰
惣
散
所
領
、
幸
順
隅
依
令
押
妨
、
□
≧
令
満
面
之
間
、
令
治
定
者
素
引
□
彼
両
名
、
可
落
丁
之
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
）

　
　
相
存
之
処
、
□
盛
事
行
正
刻
、
去
年
十
二
月
九
日
新
臼
熱
帯
五
月
会
之
時
、
競
馬
役
可
勤
仕
、
官
有
訴
訟
者
可
申
上
、
可
有
善
計
自
由
［

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
畢
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
任
）

　
　
　
　
　
　
　
日
行
悩
下
　
院
宣
之
間
、
即
令
勤
仕
□
、
口
口
案
文
進
貢
之
、
此
上
者
、
念
被
論
決
、
［
］
道
理
、
可
有
毒
裁
許
哉
、
且
自
［
口
近
衛
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
舞
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
如
件
）

　
　
令
申
下
　
院
宣
候
欲
、
［
U
被
申
左
大
弁
宰
相
片
目
、
両
様
［
目
速
御
沙
汰
潜
門
居
候
者
、
［
］
人
役
者
、
早
出
令
参
勤
候
、
働
置
上
［
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
恐
ら
く
弘
安
四
年
（
＝
一
八
一
）
の
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
の
折
紙
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
下
毛
野
氏
の
散
所
知
行
の
実
情
の
一
端
を
知
り
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
史
料
と
し
て
も
貴
重
で
あ
る
が
、
当
面
の
問
題
に
即
し
て
い
え
ば
、
こ
の
史
料
に
よ
っ
て
、
草
刈
散
所
が
「
散
所
領
」
と
い
わ
れ
、
そ
の
内

部
に
「
領
知
」
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
□
延
名
・
末
光
名
な
ど
の
名
が
存
在
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
な
し
う
る
点
に
、
注
目
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
疑
い
も
な
く
草
苅
散
所
雑
色
の
名
で
あ
り
、
大
庭
散
所
と
全
く
同
じ
專
情
を
そ
こ
に
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
草
苅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

は
こ
こ
で
は
地
名
と
な
っ
て
い
る
が
、
は
る
か
後
年
の
こ
と
で
は
あ
れ
、
　
『
七
十
一
番
歌
合
』
に
『
木
こ
り
」
に
対
す
る
「
草
か
り
」
が
現
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
散
所
雑
色
も
非
農
業
民
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
、
間
違
い
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
「
草
苅
」
の
場

合
も
、
や
は
り
給
免
田
畠
を
保
証
さ
れ
た
「
職
人
」
と
み
る
べ
き
で
、
少
な
く
と
も
鎌
倉
期
に
は
、
卑
賎
視
の
対
象
と
な
っ
た
と
は
到
底
い
え
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⑮

な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
つ
け
加
え
う
る
こ
と
は
以
上
で
つ
き
る
が
、
私
は
こ
の
二
つ
の
事
例
を
も
っ
て
、
一
般
的
な
散
所
雑
色
の
存
在
形
態
を

お
し
は
か
る
こ
と
は
、
決
し
て
無
理
な
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
る
。
散
所
雑
色
も
給
免
田
を
与
え
ら
れ
、
散
所
領
は
名
に
編
成
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
大
番
舎
人
・
散
所
召
次
の
あ
り
方
と
、
本
質
的
に
は
全
く
同
じ
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
実
際
、
こ
の
よ

う
に
考
え
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
寛
徳
二
年
（
一
〇
四
五
）
、
殿
下
散
所
雑
器
と
号
し
て
東
大
寺
に
地
子
を
納
め
な
か
っ
た
摂
津
雪
水
成
瀬
荘
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

田
堵
が
、
十
二
世
紀
に
入
っ
て
寺
役
を
勤
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
を
、
整
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

彼
等
が
散
所
雑
色
の
地
位
を
「
放
棄
」
し
た
と
考
え
る
必
要
は
全
く
な
い
。
も
と
よ
り
そ
こ
に
い
た
る
ま
で
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
経
緯
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
彼
等
も
ま
た
大
庭
散
所
雑
色
の
よ
う
に
、
給
免
田
を
確
保
し
た
う
え
で
、
東
大
寺
領
に
属
す
る
名
田
畠
に
つ
い
て
は
町
役
を
勤
め

て
い
た
と
み
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
彼
等
は
山
崎
散
所
雑
色
と
し
て
、
中
世
も
そ
の
地
歩
を
保
ち
、
そ
の
黒
蜜
田
畠
は
山
崎
散
所

（
領
）
の
一
部
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
散
所
雑
色
の
あ
り
方
を
こ
う
考
え
れ
ば
、
丹
生
谷
氏
が
推
定
さ
れ
た
よ
う
に
、
右
衛
門
志
、
左
兵
二
黒
な
ど
の
官
途
を
も
つ
散
所
雑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
⑱

色
が
存
在
し
た
こ
と
も
、
十
分
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
　
『
古
今
著
聞
集
』
の
話
で
、
下
毛
野
武
正
が
山
崎
を
「
所
領
」
と
し
て
与
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

れ
て
い
る
こ
と
、
の
ち
に
は
江
州
左
散
所
、
河
内
右
散
所
が
荘
園
と
並
ぶ
所
領
単
位
と
し
て
、
下
毛
野
鶴
に
相
伝
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
自
然

に
理
解
し
う
る
。
散
所
と
は
「
散
所
領
」
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
「
所
領
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
巨
視
的
に
み
れ
ば

被
差
別
部
落
形
成
史
と
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
は
事
実
と
し
て
も
、
中
世
前
期
の
散
所
を
、
こ
れ
ま
で
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
根
拠
か
ら
、
部
落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

史
の
「
序
章
」
、
あ
る
い
は
「
原
点
」
と
す
る
こ
と
は
、
短
絡
的
な
誤
り
、
と
私
は
考
え
る
。
ま
た
、
散
所
雑
色
を
非
農
業
民
な
る
が
故
に
卑

賎
視
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
大
番
舎
人
よ
り
も
地
位
は
低
か
っ
た
と
は
い
え
、
彼
等
は
多
少
と
も
「
特
権
」
を
保
証
さ
れ
た
下
級

の
官
人
な
い
し
準
官
人
で
あ
り
、
名
田
を
も
つ
武
士
的
な
性
格
を
そ
な
え
た
人
々
と
み
る
方
が
事
実
に
即
し
て
い
る
。

　
た
だ
、
散
所
雑
色
と
散
所
領
（
雑
色
領
）
の
管
理
組
織
に
つ
い
て
は
、
舎
人
・
召
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
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中世前期の「散所」と給免田（網野）

申
原
茂
が
す
で
に
究
明
さ
れ
た
よ
う
に
、
下
毛
野
氏
が
雑
色
長
と
し
て
、
散
所
領
の
保
司
－
預
所
と
も
い
う
べ
き
立
場
を
世
襲
し
て
い
た
事
実

　
　
　
　
　
⑳

は
確
実
で
あ
り
、
前
掲
の
史
料
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
さ
ら
に
明
瞭
に
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
き
た
淀
左
方
・
同
右

方
、
山
崎
だ
け
で
は
な
い
。
鎌
倉
中
期
、
下
毛
野
面
は
草
苅
散
所
を
知
行
し
、
大
庭
散
所
の
文
書
が
同
民
（
調
子
氏
）
に
伝
来
し
て
い
る
点
か
ら

み
て
、
こ
の
散
所
も
そ
の
支
配
下
に
お
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
同
氏
が
預
所
で
あ
っ
た
近
江
国
頭
諸
富
も
、
恐
ら
く
は
荘
園
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
た
散
所
雑
色
領
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
す
れ
ば
、
下
毛
野
氏
は
、
一
、
二
を
の
ぞ
き
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
散
所
領
を
領
知
し
て

い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
し
か
も
別
に
の
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
下
毛
野
氏
は
院
政
期
以
降
、
蔵
人
所
に
直
属
す
る
鷹
飼
職
を
長
く
世
襲
し
、
河
内
国
交
野
禁
野
に
設
定

さ
れ
た
鷹
飼
免
田
を
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
供
御
所
と
も
い
わ
れ
た
こ
の
免
田
は
、
十
二
世
紀
末
、
摂
関
家
領
楠
葉
牧
の
住
人
の
地
子
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

禁
野
役
対
揮
に
悩
ま
さ
れ
て
は
い
る
が
、
や
が
て
一
個
の
単
位
と
し
て
固
定
し
、
戦
国
期
ま
で
変
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
う
と
ら
え
れ
ば
、

こ
の
鷹
飼
の
存
在
形
態
も
ま
た
、
さ
き
の
雑
色
、
召
次
、
舎
人
と
、
な
ん
ら
変
り
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
た
だ
中
世
の
鷹
飼
の
一
般

的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
犬
飼
、
餌
取
、
そ
し
て
鳥
供
御
人
な
ど
と
も
関
連
さ
せ
て
、
別
個
に
考
え
な
く
て
は

な
ら
な
い
⑫
中
世
覇
の
葵
所
直
属
の
鷹
飼
下
毛
野
鳥
は
・
そ
の
芸
能
に
よ
・
て
天
皇
に
奉
仕
す
る
・
ま
ぎ
れ
も
な
い
「
職
人
」
で
あ
・

た
。　

こ
う
し
た
中
世
に
お
け
る
非
農
業
民
と
天
皇
・
摂
関
家
と
の
深
い
関
わ
り
の
意
味
を
解
き
、
被
差
別
部
落
形
成
史
と
の
巨
視
的
な
関
係
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
視
野
を
さ
ら
に
広
く
、
古
代
、
近
世
に
ま
で
お
し
及
ぼ
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
す
べ
て
今
後
に
ゆ

だ
ね
、
い
ま
の
と
こ
ろ
「
散
所
」
を
冠
し
て
よ
ば
れ
た
事
例
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
雑
色
・
召
次
と
同
じ
あ
り
方
を
み
せ
る
駕
輿
丁
に
つ
い

て
一
言
し
、
南
北
朝
期
以
降
、
こ
う
し
た
人
々
が
ひ
ら
い
た
道
筋
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
③
前
掲
「
散
所
1
そ
の
発
生
と
展
開
」
の
ほ
か
に
、
『
綜
合
的
研
究
』
史
料
第
三
、
　
　
③
前
掲
書
、
二
四
六
頁
。

　
　
解
説
「
中
世
的
隷
属
民
の
成
立
」
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
「
調
子
文
書
」
。

　
②
前
掲
書
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
『
箕
面
市
史
』
史
料
編
【
、
「
勝
尾
寺
文
書
」
一
三
一
号
、
嘉
禎
元
年
†
一
月
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童

。
弾
機
欝
、
僧
定
事
・
高
階
重
久
畠
地
売
券
、
一
三
二
号
、
嘉
禎
元
年
十
一
月
廿
八

　
周
、
壬
生
貞
安
田
地
売
券
、
二
四
一
号
、
嘉
禎
三
年
十
一
月
十
九
儲
、
大
中
臣
為

　
近
畠
地
売
券
等
参
照
。

⑥
「
押
小
路
文
書
」
。

⑦
　
　
『
守
口
市
史
』
本
文
篇
第
一
巻
、
　
一
四
二
～
三
頁
。
な
お
こ
の
関
野
に
つ
い
て

　
は
拙
稿
「
中
世
文
書
に
現
わ
れ
る
「
古
代
」
の
天
皇
」
（
『
史
学
雑
誌
』
掲
載
予
定
）

　
で
も
言
及
し
た
。

⑧
註
⑤
文
園
、
三
六
号
、
三
九
号
、
九
八
弩
、
一
〇
九
号
、
一
｝
四
号
、
…
｝
五

　
号
等
々
、
多
数
の
留
連
文
書
が
あ
る
が
、
草
苅
の
田
畠
は
、
国
分
寺
荘
、
橋
寺
荘
、

　
味
原
御
牧
等
に
散
在
し
て
い
た
こ
と
に
は
、
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

⑨
　
　
竹
内
蜥
埋
～
二
氏
「
n
洲
本
却
壮
園
擬
人
」
（
第
二
論
－
山
脚
講
）
　
（
『
日
太
廓
雌
史
』
　
一
四
五
筒
写
）
。

⑩
　
　
「
兼
仲
伽
二
期
自
弘
安
穴
年
正
門
月
一
日
至
留
言
月
旦
九
日
巻
紙
背
文
勲
口
」
。

⑪
内
大
臣
近
衛
家
基
が
三
碧
社
に
参
詣
し
た
の
は
弘
安
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。

⑫
　
こ
こ
に
現
わ
れ
る
武
秋
は
、
　
「
近
衛
家
領
目
録
」
に
、
近
江
国
三
太
荘
、
山
域

　
國
調
子
荘
、
淀
右
方
散
所
を
知
行
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
下
毛
野
武
茂
の
子

　
息
で
あ
る
。
　
『
葉
黄
記
』
宝
治
元
年
五
月
九
日
条
参
照
。

⑬
『
群
書
類
従
』
第
二
十
八
韓
、
雑
部
所
収
。

⑭
註
⑧
の
売
券
を
み
て
も
「
く
さ
か
り
」
と
し
て
人
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
場
合
も
、

　
明
ら
か
に
存
在
す
る
。

⑮
　
前
当
の
よ
う
に
田
畠
を
売
買
し
で
い
る
点
も
、
そ
の
根
拠
と
な
り
う
る
と
思
う
。

⑯
寛
徳
二
年
五
月
十
八
日
、
闘
白
家
政
所
下
文
案
（
『
平
安
遺
文
』
第
二
巻
、
六

　
二
三
号
）
等
。

⑰
脇
田
氏
は
前
掲
書
一
七
七
頁
で
こ
の
よ
う
に
の
べ
、
人
と
土
地
と
の
統
一
的
支

　
配
を
強
調
し
て
い
る
が
、
私
は
そ
の
よ
う
に
は
考
え
な
い
。
こ
の
点
、
丹
生
谷
氏

　
が
第
一
論
文
（
前
掲
）
で
、
散
所
雑
色
が
一
方
で
田
堵
で
あ
り
、
ま
た
院
の
随
身

　
近
衛
将
意
中
臣
近
友
が
こ
れ
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
の

　
は
、
的
確
で
あ
る
。

⑱
丹
生
谷
氏
前
掲
第
二
論
文
　
六
頁
。
た
だ
こ
の
推
定
通
り
と
す
る
と
、
摂
政
家

　
政
所
下
文
に
散
所
雑
色
自
身
が
連
著
し
た
こ
と
に
な
る
。
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は

　
な
い
が
、
あ
る
い
は
雑
色
を
管
理
す
る
立
場
i
例
え
ば
番
頭
の
よ
う
な
立
場
に

　
立
つ
人
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑲
「
調
子
文
書
」
応
永
十
七
年
十
一
月
十
九
臼
、
下
毛
野
毒
素
護
状
。
こ
の
う
ち
、

　
近
江
鰯
雲
散
所
が
野
洲
郡
三
上
荘
や
勢
多
郷
大
萱
内
に
数
在
し
て
い
た
こ
と
は
、

　
す
で
に
森
末
氏
前
掲
書
二
四
贋
頁
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
同
文
書
、
明
徳
元
年
十

　
　
．
月
廿
｝
二
日
、
室
町
幕
府
管
領
奉
書
、
明
徳
三
年
閏
十
月
九
日
、
同
会
盟
等
に
よ

　
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
（
『
綜
合
的
研
究
』
史
料
第
四
）
。
河
内
右
散
所
が
さ
き
の
大

　
庭
徴
所
に
つ
な
が
る
こ
と
は
、
　
『
師
守
記
』
三
和
三
年
九
月
四
日
条
に
「
河
内
圏

　
大
庭
御
野
内
右
散
所
内
事
」
と
あ
る
の
で
、
間
違
い
な
い
事
実
で
あ
る
。

⑳
『
中
右
記
』
元
永
二
年
四
月
升
日
条
、
同
年
五
月
十
二
日
条
に
は
、
摂
関
家
の

　
山
科
散
所
が
「
院
白
河
新
御
所
庭
払
」
に
寄
進
さ
れ
る
動
き
の
あ
っ
た
こ
と
が
記

　
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
散
所
雑
色
の
な
か
に
「
庭
払
」
を
職
掌
と
す
る
も

　
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
を
す
ぐ
卑
賎
視
に
結
び
つ
け

　
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

⑳
　
た
だ
融
⑰
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
寛
治
五
年
（
一
〇
九
一
）
ご
ろ
に
は
、
な
お
中

　
臣
氏
も
数
所
雑
色
の
管
理
に
関
与
し
た
形
跡
が
あ
り
、
下
毛
野
氏
の
世
襲
が
固
ま

　
る
の
は
、
十
二
世
紀
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

＠
森
末
氏
前
掲
灘
碧
…
四
六
百
〔
に
、
応
轟
女
元
年
（
；
「
六
八
）
の
こ
ろ
「
穴
太
散
所

　
法
師
原
」
が
道
普
請
を
行
な
っ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
原
田
氏
も
前
掲
の

　
　
「
中
世
賎
民
の
一
考
察
」
の
附
論
「
石
工
と
脱
賎
民
化
」
に
お
い
て
、
穴
太
の
散

　
所
法
師
は
石
切
り
職
人
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
注
目
す
べ
き
推
定
を
し
て
い
る
。

　
前
述
し
た
召
次
と
壁
塗
の
事
例
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
十
分
あ
り
う
る
こ
と
で
あ

　
ろ
う
。
た
だ
原
田
氏
が
「
賎
民
」
麗
散
所
法
師
か
ら
「
穂
綿
民
」
韓
石
切
り
職
人

　
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
は
、
こ
こ
で
の
べ
た
よ
う
に
、
私
に
は
従
え
な
い
。

⑱
　
下
毛
野
氏
が
鷹
飼
と
し
て
姿
を
み
せ
る
の
は
、
仁
和
二
年
遅
八
八
六
）
の
こ
と
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と
思
わ
れ
（
『
政
事
要
略
』
六
十
七
）
、
『
権
記
』
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
十
一
月

　
廿
五
日
条
に
、
右
近
府
生
下
毛
野
公
牽
、
　
『
春
記
』
永
承
三
年
（
　
○
匹
八
）
の

　
記
事
に
、
右
近
番
長
行
武
、
　
『
康
平
記
』
康
平
五
年
間
一
〇
六
二
）
正
月
廿
日
条

　
に
、
右
近
番
長
公
久
、
『
中
右
記
臨
嘉
永
二
年
（
一
一
〇
七
）
正
月
十
九
日
条
に
、

　
右
近
模
製
行
官
囲
、
　
『
長
秋
記
』
天
・
氷
四
年
（
一
　
一
　
一
ゴ
｝
）
　
正
月
L
T
山
ハ
賑
条
に
、
　
左

　
近
府
生
敦
利
、
同
行
忠
、
御
随
身
敦
儒
、
天
承
元
年
（
【
＝
　
一
一
）
正
月
十
九
日

　
条
に
、
右
近
府
警
敦
方
が
、
い
ず
れ
も
鷹
飼
と
し
て
姿
を
現
わ
す
（
『
栃
木
県
史
』

　
史
料
編
・
古
代
に
よ
る
）
。
た
だ
『
朝
野
群
載
』
巻
八
、
寛
治
三
年
（
一
〇
八
九
）

　
八
月
二
十
三
日
、
禁
野
御
鷹
飼
補
任
申
文
を
発
し
て
い
る
の
は
右
近
衛
番
長
中
臣

　
近
時
で
あ
り
、
散
所
雑
色
に
対
す
る
管
理
の
場
合
と
同
様
、
寛
治
の
こ
ろ
に
中
臣

　
氏
も
鷹
飼
に
な
っ
て
い
て
、
下
毛
下
聞
の
世
襲
は
な
お
完
全
に
安
定
し
て
い
な
い

　
点
、
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
中
原
氏
が
前
掲
論
稿
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、

　
こ
こ
に
は
恐
ら
く
院
と
摂
関
家
と
の
対
立
が
か
ら
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
。

⑳
下
毛
野
寄
方
は
鷹
飼
職
を
永
暦
元
年
（
＝
六
〇
）
十
二
月
十
一
日
、
二
男
友

　
武
に
譲
っ
た
が
、
韻
脚
響
丸
年
（
一
一
六
一
）
十
二
月
廿
一
二
目
、
交
野
鷹
飼
武
安
・

　
友
武
は
鷹
飼
免
田
の
作
人
が
地
利
を
弁
ぜ
ず
、
楠
葉
牧
の
住
人
が
鷹
飼
の
住
宅
を

　
追
捕
す
る
と
訴
え
て
い
る
（
『
山
糖
記
』
）
。
ま
た
「
調
子
文
轡
」
、
文
治
三
年
（
一

三
　
駕
輿
丁
に
つ
い
て

　
一
八
七
）
九
月
日
、
別
当
民
部
少
輔
兼
和
泉
守
藤
原
長
房
は
、
楠
葉
御
牧
南
条
司

　
に
あ
て
た
下
文
で
、
乙
延
名
主
回
議
が
供
御
所
免
田
を
兼
作
し
な
が
ら
、
御
牧
の

　
権
威
を
募
っ
て
禁
野
役
を
対
駕
す
る
こ
と
を
い
ま
し
め
、
鷹
飼
忠
武
の
下
知
に
従

　
う
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
長
房
は
御
牧
を
管
理
す
る
摂
関
家
の
所
の
別
当
で

　
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
さ
き
の
問
題
の
連
続
と
解
せ
ら
れ
る
。
な
お
建
保
六
年
（
一

　
二
一
八
）
四
月
日
、
蔵
人
所
牒
は
、
下
毛
野
朝
俊
の
譲
与
に
任
せ
て
能
武
を
鷹
飼

　
職
に
補
任
、
宝
治
二
年
（
｝
二
四
八
）
十
二
月
日
の
牒
は
能
武
の
武
貞
へ
の
譲
与

　
を
認
め
て
、
武
貞
を
こ
の
職
に
補
任
し
て
お
り
、
下
毛
野
氏
の
世
襲
は
安
定
し
て

　
い
る
。
こ
の
能
武
は
、
　
「
近
衛
家
領
目
録
」
に
よ
れ
ば
、
武
蔑
と
並
ん
で
淀
左
方

　
散
所
を
知
行
し
た
人
で
あ
る
。

⑮
　
『
京
都
御
所
東
山
御
文
庫
記
録
』
甲
六
十
八
、
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）
十
月

　
一
目
、
後
奈
良
天
皇
縮
旨
は
、
四
辻
前
大
納
言
公
音
に
あ
て
て
、
　
「
河
内
国
禁
野

　
交
野
三
鷹
飼
料
所
」
の
朝
役
を
専
ら
に
す
べ
き
こ
と
を
秦
兼
照
に
下
知
せ
し
め
て

　
い
る
。
下
毛
野
氏
の
世
襲
は
こ
の
こ
ろ
に
は
崩
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
鷹
飼

　
免
田
が
長
く
維
持
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

⑯
　
前
掲
拙
著
『
蒙
古
襲
来
』
一
〇
四
～
五
頁
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
天
皇
の
行
幸
に
供
奉
し
た
左
右
近
衛
府
、
左
右
兵
衛
府
所
属
の
駕
馬
丁
に
つ
い
て
は
、
古
く
三
浦
周
行
氏
が
と
り
あ
げ
、
つ
い
で
豊
田
武
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
よ
っ
て
詳
細
に
そ
の
活
動
が
追
究
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
豊
田
属
の
論
稿
は
、
南
北
朝
期
以
降
、
四
三
駕
輿
望
座
を
結
ん
で
、
広
範
囲
に
わ

た
り
各
種
の
商
業
活
動
に
従
事
し
た
時
期
の
駕
輿
丁
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
た
め
、
鎌
倉
期
の
彼
等
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
は
、
な
お
究
明

す
べ
き
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
豊
田
氏
は
そ
こ
で
、
鎌
倉
期
の
「
未
曾
有
の
俸
給
不
渡
時
代
」
を
克
服
す
べ
く
、
駕
輿
丁
が
商

業
活
動
に
の
り
出
し
た
と
指
摘
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
大
ま
か
に
い
え
ば
当
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
不
正
確
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
じ
つ
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は
駕
輿
丁
も
召
次
・
雑
色
と
同
様
、
恐
ら
く
平
安
末
期
以
降
、
給
免
田
を
若
干
な
り
と
も
各
地
に
与
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
、

管
見
に
入
っ
た
限
り
で
、
そ
の
事
例
を
あ
げ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
周
知
の
史
料
で
あ
る
が
、
寛
喜
三
年
（
＝
ご
三
）
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
右
近
美
里
丁
近
江
国
犬
上
郡
住
人
等
申
状
は
、
元
来
、
犬
上
駕
輿

丁
は
臨
時
役
を
免
除
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
年
、
右
近
駕
輿
丁
の
う
ち
在
京
の
も
の
は
二
、
三
人
を
残
し
て
す
べ
て
餓
死
㌧
た
た
め
、

近
国
の
駕
輿
丁
を
も
っ
て
行
幸
役
等
の
課
役
を
勤
仕
し
て
い
る
状
況
な
の
に
、
公
卿
勅
使
の
課
役
が
賦
課
さ
れ
た
不
当
を
訴
え
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
駕
輿
丁
が
「
住
人
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
人
々
で
、
課
役
免
除
の
特
権
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
う
る
が
、
同
時
に
、

犬
上
郡
の
各
所
に
右
近
駕
輿
丁
の
給
免
田
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
ま
た
、
　
『
経
俊
卿
記
』
建
長
八
年
（
＝
一
五
六
）
四
月
二
十
日
条
に
、
右
近
・
左
兵
衛
府
駕
輿
丁
と
修
理
職
領
田
上
杣
人
ど
が
中
郷
に
つ
い
て

相
論
し
て
い
る
記
事
が
み
え
、
先
例
に
任
せ
よ
、
と
い
う
裁
定
が
下
っ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
こ
こ
に
も
こ
れ
よ
り
か
な
り
前
か
ら
、
駕
輿
丁

の
給
免
田
が
設
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
分
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
が
、
応
永
四
年
（
；
一
九
七
）
二
月
廿
五
日
の
室
町
幕
府
管
領
奉
書

④案
は
「
右
近
府
庁
頭
前
大
蔵
少
輔
［
口
」
訴
え
に
応
じ
、
　
「
近
江
国
勢
多
滞
留
大
江
［
］
駕
輿
丁
名
」
の
年
貢
を
沙
汰
す
べ
し
、
と
円
明
坊
法

印
に
命
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
栗
太
郡
に
は
右
近
衛
府
、
左
兵
衛
府
所
属
の
駕
輿
丁
給
免
田
が
各
地
に
存
在
し
、
室
町
期
、
さ
き
の

「
散
所
名
」
と
同
じ
く
、
そ
れ
が
駕
輿
丁
名
と
い
う
形
に
固
ま
っ
て
い
る
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
ほ
か
『
三
長
記
』
建
仁
元
年
（
＝
一
〇
一
）
七
月
二
十
六
日
条
に
、
右
近
府
駕
輿
丁
が
、
召
次
久
宗
と
山
門
神
人
の
濫
妨
を
訴
え
て
い
る

記
事
が
み
え
る
が
、
こ
れ
も
恐
ら
く
近
江
に
関
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
蒲
生
郡
に
駕
輿
丁
と
い
う
地
名
が
残
っ
て
い
る
の
も
、
そ
の
痕
跡
か

も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
近
江
国
の
諸
郡
に
、
そ
の
給
免
田
が
散
在
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
駕
輿
丁
給
田
は
ま
た
、
山
城
国
に
も
存
在
し
た
。
　
「
斉
切
要
術
紙
背
文
書
」
の
山
城
国
富
野
郷
下
知
状
目
録
の
な
か
に
、
　
「
文
治
二
年
（
一

一
八
六
）
九
月
五
日
の
下
知
と
し
て
、
　
「
駕
輿
丁
給
拾
参
豊
漁
引
下
愚
、
御
下
知
難
為
明
白
、
被
押
妨
之
」
と
あ
り
、
　
こ
の
こ
ろ
駕
輿
丁
給
田

が
武
家
の
押
妨
に
脅
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
う
る
。
こ
の
給
田
の
そ
の
後
の
情
況
は
定
か
で
な
い
が
、
前
述
し
た
諸
例
を
参
照
す
れ
ば
、
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こ
れ
も
あ
る
形
で
固
定
し
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
さ
ら
に
ま
た
摂
津
国
に
も
、
駕
輿
丁
の
根
拠
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
兼
仲
卿
記
弘
安
十
年
八
月
巻
」
の
紙
背
に
は
、
摂
津
国
菅
井
・

神
田
村
の
駕
輿
丁
宗
正
法
師
の
建
治
以
来
の
狼
籍
・
罪
科
を
訴
え
た
、
弘
安
九
年
目
…
二
八
六
）
の
年
預
潜
窟
黒
餅
景
直
の
訴
状
が
、
三
通
現
存

し
て
い
る
。
宗
正
法
師
は
本
府
に
背
き
、
公
事
に
従
わ
ず
、
院
宣
・
府
警
に
も
拘
ら
ず
、
権
門
の
威
及
び
武
威
を
募
り
、
傍
輩
の
公
事
を
打
止

め
、
さ
ら
に
は
傍
輩
を
搦
取
り
、
殺
害
し
、
沙
汰
人
の
子
息
を
刃
傷
す
る
等
々
の
悪
行
を
働
い
た
、
と
景
直
は
く
り
返
し
訴
え
、
武
家
に
命
じ

て
そ
の
身
を
召
出
す
か
、
別
当
宣
を
以
て
下
部
を
遣
わ
し
て
召
上
げ
る
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
き
び
し
い
処
置
を
と
っ
て
ほ
し
い
と
要
求
し
た
の

で
あ
る
。
・
こ
れ
に
応
じ
て
本
府
（
近
衛
府
）
の
使
が
「
公
田
」
を
点
手
し
ょ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
か
ら
み
て
、
こ
の
村
に
駕
輿
丁
宗
正
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
其
）

師
の
給
免
田
、
名
田
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
さ
ら
に
洋
弓
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
、
　
「
方
々
有
厳
密
御
沙
汰
、
被
召
出
前
身
、

薦
被
罪
科
者
、
散
在
当
国
嘗
試
州
之
駕
輿
丁
等
、
積
習
如
此
之
□
行
、
令
対
審
府
役
、
令
忽
諸
公
事
鰍
」
と
の
べ
て
い
る
の
で
、
近
江
と
同
様
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

摂
津
国
に
も
こ
の
村
だ
け
で
な
く
、
駕
輿
丁
と
そ
の
給
免
田
が
各
地
に
散
在
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
遣
直
の
言
に

よ
れ
ば
、
散
在
の
駕
輿
論
は
近
江
・
摂
津
の
み
と
な
る
の
で
、
さ
き
の
山
城
国
の
給
田
は
、
こ
の
訴
状
で
も
「
人
数
強
弱
」
と
い
わ
れ
た
「
在

京
駕
輿
丁
」
の
給
田
だ
っ
た
と
考
え
る
ほ
か
な
く
な
る
。
た
だ
前
述
し
た
御
壷
召
次
や
こ
の
在
京
駕
容
与
の
よ
う
な
人
々
の
給
与
形
態
に
つ
い

て
は
、
必
ら
ず
し
も
給
田
の
み
に
限
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
の
で
、
機
会
を
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
が
、
以
上
に
よ
っ
て
駕
輿
丁
の

存
在
形
態
も
、
地
位
の
高
下
は
あ
れ
、
舎
人
・
召
次
・
雑
色
と
基
本
的
に
同
じ
だ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
に
し
え
た
と
思
う
。

　
と
す
れ
ば
、
駕
警
告
が
「
住
人
」
と
い
わ
れ
、
さ
ぎ
の
宗
正
法
師
の
よ
う
に
「
武
威
」
を
募
る
こ
と
の
あ
っ
た
の
も
当
然
と
い
え
よ
う
。
実

際
」
駕
輿
丁
は
都
で
も
し
ば
し
ば
乱
闘
を
お
こ
し
て
い
る
。
例
え
ば
仁
治
三
年
（
＝
一
四
二
）
八
月
二
十
二
日
、
西
園
寺
公
経
の
今
出
川
亭
へ
の

行
幸
に
当
っ
て
、
　
「
重
役
公
人
」
と
称
し
て
門
内
に
入
ろ
う
と
し
た
左
近
駕
輿
丁
が
、
こ
れ
を
禁
叙
す
る
守
護
の
武
士
と
喧
嘩
、
凌
礫
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

こ
れ
に
つ
い
て
駕
輿
丁
一
同
が
訴
訟
に
及
ん
で
お
り
、
正
応
二
年
（
＝
一
八
九
）
十
二
月
十
六
日
に
も
、
西
園
寺
で
駕
輿
丁
と
兵
士
が
闘
乱
に
及

　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ん
で
い
る
。
駕
輿
丁
も
ま
た
武
士
的
な
挫
格
を
轡
面
に
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
反
面
、
門
内
に
入
る
の
を
阻
止
さ
れ
、
さ
き
の
宗
正
法
師
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が
年
預
景
直
の
「
重
代
之
下
人
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
舎
人
や
召
次
に
比
べ
て
、
そ
の
地
位
が
低
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
駕
輿
丁
の
統
制
、
そ
の
給
免
田
の
管
理
組
織
も
、
ま
だ
十
分
明
ら
か
に
な
し
え
て
い
な
い
が
、
召
次
長
、
雑
色
長
に
当
る
御
輿
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

が
そ
の
一
端
を
担
っ
た
こ
と
は
問
違
い
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
さ
き
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
近
衛
府
年
預
の
よ
う
な
四
府
の
年
預
も
、
そ
れ
ぞ
れ
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

接
の
統
欄
に
当
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
両
者
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
、
ま
た
後
年
、
駕
輿
丁
集
団
を
統
率
し
た
素
質
は
、
こ
の

時
期
に
も
存
在
し
た
の
か
等
々
、
問
題
は
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

　
豊
田
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
お
そ
く
と
も
南
北
朝
期
、
恐
ら
く
は
鎌
倉
期
か
ら
、
駕
輿
丁
た
ち
は
各
種
の
商
業
活
動
に
携
わ
り
、

や
が
て
室
町
・
戦
国
期
、
商
人
と
し
て
大
き
な
勢
力
を
ふ
る
う
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
し
か
に
、
召
次
な
ど
に
比
べ
て
零
墨
丁
の

地
位
が
低
く
、
給
免
田
も
多
分
少
な
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
た
だ
、
豊
田
氏
の
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
「
俸
給
不
渡
」
が
鎌
倉
期

に
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
召
次
・
雑
色
の
あ
り
方
か
ら
考
え
て
、
む
し
ろ
当
初
か
ら
駕
軍
靴
自
身
が
非
農
業
民
的
性
格
を
備
え
て
い
た

と
み
る
方
が
自
然
で
あ
り
、
さ
き
の
要
因
が
そ
こ
に
加
わ
っ
た
と
き
に
、
あ
の
顕
著
な
商
業
へ
の
進
出
が
行
な
わ
れ
た
と
す
る
の
が
、
事
実
に

即
し
た
見
方
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
室
町
期
の
四
車
駕
輿
丁
重
の
人
々
が
、
鎌
倉
期
、
　
「
人
数
猶
弱
」
と
い
わ
れ
た
在
京
駕
輿
丁
の
後
身
な
の
か
、
そ
れ
と
も
京
に
進
出
し
た
散

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

在
駕
輿
丁
の
姿
も
そ
こ
に
加
わ
っ
て
い
る
の
か
も
、
今
後
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
駕
輿
丁
の
動
向
は
、
鎌
倉
期
の
下
級
官
人
な
い

し
準
官
人
の
南
北
朝
期
以
降
に
ひ
ら
い
て
い
っ
た
道
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
を
、
よ
く
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
①
『
法
制
史
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
刊
）
、
第
二
十
「
座
の
研
究
（
其
二
）
」
。
　
　

参
考
に
な
ろ
う
。

②
　
　
「
四
府
…
駕
輿
丁
座
の
研
究
」
（
『
史
学
雑
誌
軸
四
五
ノ
一
）
。

③
　
　
「
経
光
獅
記
貞
永
元
年
九
月
巻
紙
背
文
書
」
。

④
　
「
古
文
書
纂
」
　
（
京
都
大
学
文
学
部
架
蔵
影
写
本
一
）
。

⑤
　
『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
1
、
古
代
・
中
世
ω
、
七
五
一
…
暑
。

⑥
「
経
光
誤
記
天
福
元
年
自
四
月
十
六
日
至
三
十
日
巻
紙
背
文
書
」
年
不
詳
七
月

　
八
臼
、
右
衛
門
少
志
資
□
奮
状
に
「
右
兵
衛
府
加
与
丁
附
田
切
符
」
と
あ
る
の
も

⑦
『
経
光
卿
記
抄
』
。

⑧
『
伏
見
天
皇
震
認
』
。

⑨
中
原
氏
前
掲
論
稿
琶
○
頁
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
召
次
の
な
か
に
も
「
博

　
戯
輩
」
が
あ
り
、
ま
た
例
え
ば
『
経
俊
掌
記
』
暦
仁
元
年
十
月
廿
一
日
条
に
は
、

　
北
白
川
殿
で
御
壷
召
次
と
庁
年
預
資
高
と
が
闘
乱
を
お
こ
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る

　
が
、
雑
色
を
も
ふ
く
め
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
し
ば
し
ば
お
こ
っ
て
い
る
。
「
京
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中
雑
人
」
と
い
わ
れ
、
と
き
に
「
遊
手
浮
食
の
輩
」
と
い
わ
れ
た
人
々
は
、
じ
つ

　
は
こ
の
よ
う
な
人
々
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

⑩
　
年
預
に
つ
い
て
は
、
大
炊
寮
年
預
に
つ
い
て
、
橋
本
義
彦
民
「
大
炊
寮
領
に
つ

　
い
て
」
（
『
日
本
歴
史
』
二
九
四
弩
）
で
言
及
さ
れ
て
お
り
、
中
世
の
官
司
の
組
織

　
を
考
え
る
場
合
の
鍵
に
な
る
問
題
の
一
つ
で
あ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
考
え

　
て
み
た
い
。

四
そ
の
他
の
「
散
所
」
に
つ
い
て

⑬
豊
田
氏
前
掲
論
稿
参
照
。

⑫
　
近
江
国
の
保
内
商
人
の
よ
う
な
商
業
集
落
は
、
こ
の
よ
う
な
散
所
の
召
次
、
雑

　
色
、
罵
輿
丁
、
寒
入
等
々
の
系
譜
を
ひ
い
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し

　
た
道
筋
を
ひ
ら
い
て
い
っ
た
人
々
と
し
て
、
摂
関
家
の
御
饒
舎
人
、
居
飼
等
も
あ

　
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
研
究
す
べ
き
問
題
は
な
お
非
常
に
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と

　
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
「
散
所
」
を
冠
し
て
よ
ば
れ
た
人
々
は
、
丹
生
谷
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ほ
か
に
、
随
身
・
楽
人
・
衛
士
・
法
師
・
神
人
・
陰
陽
師
・
声
聞
師

・
富
岳
・
公
人
な
ど
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
随
身
・
衛
±
に
は
丹
生
谷
・
中
原
西
が
す
で
に
言
及
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の

べ
て
き
た
人
々
と
も
重
な
り
合
う
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
と
く
に
と
り
あ
げ
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
楽
人
・
陰
陽
師
・
声
聞
師
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
つ
い
て
は
、
そ
の
存
在
形
態
を
独
自
に
追
究
す
る
余
地
が
な
お
残
っ
て
は
い
る
が
、
い
ま
は
そ
の
用
意
を
も
た
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
は

神
人
と
法
師
に
つ
い
て
、
若
干
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
散
所
神
人
に
関
し
て
は
、
春
日
社
神
人
に
つ
い
て
、
永
島
福
太
郎
・
森
末
義
彰
の
両
氏
が
詳
し
く
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
、
あ
ら
た
め
て
論

ず
る
ま
で
も
な
い
が
、
当
面
の
論
点
に
必
要
な
限
り
で
の
べ
る
こ
と
と
す
る
。
森
末
氏
は
東
西
金
堂
修
二
月
夜
荘
厳
頭
役
に
関
す
る
「
申
臣
祐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

総
記
」
建
治
三
年
（
＝
一
七
七
）
四
月
二
日
条
の
廻
文
に
「
神
人
交
名
者
、
本
社
・
散
所
事
候
」
と
と
あ
り
、
同
月
十
六
日
条
に
は
同
じ
課
役
に

つ
い
て
「
本
社
並
散
在
神
人
」
と
い
わ
れ
て
い
る
点
か
ら
、
　
「
散
所
神
人
」
は
「
散
在
神
人
」
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
し
、
散
所
は
本
社
・
本
所
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

対
す
る
呼
称
で
あ
っ
た
と
の
べ
て
い
る
。
r
こ
れ
は
的
確
な
指
摘
で
あ
る
が
、
た
だ
、
さ
き
の
四
月
二
日
の
廻
文
に
、
つ
づ
け
て
「
又
他
国
和
泉

神
人
事
者
、
近
日
無
左
右
難
叶
学
士
」
と
記
し
て
、
散
所
神
人
を
他
国
の
神
人
と
区
別
し
て
お
り
、
四
月
十
六
日
条
で
は
本
社
神
人
に
対
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

散
所
神
人
の
こ
と
を
「
国
中
散
在
神
人
」
と
も
い
っ
て
い
る
。
ま
た
筆
記
、
建
治
四
年
閏
十
月
十
二
日
の
廻
文
に
、
　
「
和
泉
国
散
在
神
人
交
名

・
同
歯
免
田
並
当
国
散
所
神
人
交
名
」
と
あ
る
の
で
、
散
所
神
人
は
大
和
国
の
散
在
神
人
を
さ
し
、
他
国
の
散
在
神
人
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
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⑥

も
の
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
「
中
同
一
明
記
」
建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
四
月
五
日
条
に
、
　
「
散
所
神
人
、
入
条
・
井
上
・
ミ
ナ
、
、
・
山
・

マ
ヒ
ノ
庄
ヨ
リ
数
人
令
参
上
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
　
「
マ
ヒ
ノ
庄
」
が
不
明
の
ほ
か
は
み
な
大
和
国
の
荘
園
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
の
推
測
を

裏
づ
け
る
事
実
と
い
え
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
毒

　
い
ま
大
和
の
散
在
（
散
所
）
神
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
あ
り
方
を
究
明
し
う
る
だ
け
の
用
意
が
な
い
の
で
、
和
泉
国
散
在
神
人
に
つ
い
て
、
若

干
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
神
人
は
「
自
往
古
募
二
百
廿
八
町
之
雑
免
田
、
長
日
御
供
菜
四
季
魚
貝
・
節
新
焼
米
以
下
、
恒
例
・
臨
時
之
社
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

等
令
弁
勤
之
、
其
身
四
号
神
奴
、
二
百
国
憲
之
在
家
、
遁
国
衙
等
役
」
と
い
わ
れ
、
と
く
に
「
和
泉
国
日
次
供
菜
魚
貝
」
を
貢
進
ず
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

よ
っ
て
知
ら
れ
た
海
胆
的
な
神
人
集
団
で
あ
っ
た
。
そ
の
雑
免
田
は
前
述
し
た
近
木
荘
重
家
方
に
六
町
、
地
頭
方
に
四
町
五
反
、
日
根
荘
に
一

　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

町
五
反
、
そ
の
ほ
か
稀
田
上
中
条
、
春
木
荘
、
吉
見
荘
、
中
村
荘
、
恩
田
荘
、
谷
川
荘
等
々
に
広
く
散
在
し
て
お
り
、
さ
き
の
数
字
か
ら
み
て
、

人
別
雑
免
田
一
町
．
免
在
家
一
宇
を
均
等
に
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
は
前
述
し
た
舎
人
・
召
次
な
ど
と
比
べ
て
、
な
ん
ら
異
な
る
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
和
泉
国
散
在
神
人
も
免
田
・
免
在
家
を

特
権
と
し
て
保
証
さ
れ
、
春
日
社
に
魚
貝
を
貢
進
し
つ
つ
、
そ
の
権
威
を
背
景
と
し
て
魚
貝
の
交
易
に
携
わ
る
人
々
で
あ
り
、
と
き
に
春
日
社

の
動
員
に
応
じ
て
、
画
題
の
武
力
的
・
警
察
的
な
機
能
を
担
う
集
団
の
一
員
と
し
て
活
動
す
る
人
々
で
あ
っ
た
。
大
和
国
の
散
在
神
人
一
散

所
神
人
の
あ
り
方
も
、
も
と
よ
り
こ
れ
と
質
的
に
変
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
春
日
社
だ
け
で
は
な
い
。
紀
伊
国
日
前
宮
に
も
御
鉾
神
人
、
散
所
神
人
、
本
神
人
な
ど
と
よ
ば
れ
る
神
人
集
団
が
存
在
し
た
。
永
仁
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

（
＝
一
九
五
）
三
月
、
同
宮
領
の
江
蘇
の
検
田
畠
帳
に
は
、
権
内
人
、
御
乳
人
を
は
じ
め
、
田
所
、
山
主
、
織
豊
、
雑
色
、
御
厩
、
験
子
、
神
子
、

楽
人
、
陰
陽
師
、
庭
掃
、
算
銭
、
さ
ら
に
鍛
冶
、
番
匠
、
木
工
、
塗
師
、
檜
物
師
、
深
草
、
一
細
工
、
鵜
飼
、
等
々
、
各
種
の
「
道
々
」
の
人
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

「
職
人
」
の
給
田
が
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
多
く
の
神
人
給
、
散
所
神
人
給
が
散
在
し
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
給
免
田
を
与

え
ら
れ
る
人
々
が
そ
れ
を
給
与
し
た
支
配
者
に
き
び
し
い
隷
属
関
係
で
し
ば
ら
れ
て
い
た
、
と
す
る
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
こ
の
事
例

も
、
各
種
の
「
職
人
」
の
隷
属
度
の
強
さ
、
ひ
い
て
は
散
所
神
人
の
隷
属
性
を
物
語
る
も
の
と
い
え
る
の
か
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
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下
級
神
官
、
荘
官
の
す
べ
て
を
岡
じ
よ
う
に
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
れ
故
私
は
、
こ
の
見
解
を
一
個
の
ド
グ
マ
で
あ
り
、
そ
こ
に
は

無
自
覚
的
に
せ
よ
偏
見
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
「
散
所
」
を
冠
さ
れ
て
い
て
も
、
ひ
と
し
く
給
田

を
保
証
さ
れ
て
い
る
点
で
、
こ
の
神
人
と
神
官
・
荘
官
・
手
工
業
老
等
々
と
の
間
に
は
、
な
ん
ら
の
差
も
な
い
と
み
る
の
が
自
然
な
兇
方
で
あ

る
と
思
う
。

　
あ
る
い
は
ま
た
、
前
掲
の
史
料
で
、
神
人
が
自
ら
「
黒
奴
」
と
い
い
、
春
日
社
も
ま
た
そ
う
み
て
い
た
事
実
か
ら
、
散
所
神
人
の
み
な
ら
ず
、

神
人
が
社
会
的
に
卑
賎
視
さ
れ
て
い
た
と
す
る
考
え
方
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
も
誤
り
と
私
は
考
え
る
。
さ
き
の
夜
荘
厳
頭
役
の
免
除
を
要

求
し
た
神
人
た
ち
は
「
異
平
民
為
遁
如
此
町
役
、
錐
無
別
給
恩
罷
入
テ
神
人
、
励
昼
夜
之
勤
労
」
と
の
べ
、
自
ら
が
「
平
民
」
と
異
な
る
特
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が
、
ま
さ
し
く
彼
等
が
「
神
奴
」
だ
っ
た
と
い
う
点
に
こ
そ
、
そ
の
特
権
の
根
拠
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
レ
て
、
天
皇
と
神
と
の
違
い
は
あ
れ
、
さ
き
の
舎
人
・
召
次
等
や
供
御
人
の
場
合
も
、
事
情
は
全
く
同
じ
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
位

階
を
も
つ
神
人
・
供
御
人
が
い
た
り
、
「
権
門
之
神
人
・
召
次
」
と
か
「
当
国
土
民
皆
以
諸
社
神
人
・
院
宮
供
御
人
・
召
次
・
大
番
舎
人
等
也
」

な
ど
と
併
称
さ
れ
る
の
は
決
し
て
故
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
中
世
前
期
一
平
安
末
・
鎌
倉
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
、
こ
れ
ら
の
人
々

は
、
天
皇
・
院
・
摂
関
家
、
あ
る
い
は
仏
・
神
と
、
あ
る
場
合
は
「
奴
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
給
免
田
を
公
的

に
保
証
さ
れ
、
特
権
を
も
つ
非
農
業
民
的
、
武
力
的
な
集
団
と
し
て
、
平
民
百
姓
と
自
ら
を
区
別
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
卑
賎
視
さ
れ
る
ど
こ

ろ
か
、
む
し
ろ
と
き
に
は
倦
身
分
の
人
と
し
て
平
民
を
威
圧
し
、
脅
し
て
い
た
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
か
つ
て
石
母
田
正
倉
は
、
　
「
降
魔
の
相
」
を
現
わ
し
て
君
民
を
調
伏
し
よ
う
と
し
た
葉
大
寺
八
幡
宮
の
神
人
に
つ
い
て
、
　
「
神
々
の
権
威
に

寄
生
し
、
百
姓
を
押
え
る
堕
落
し
た
執
達
吏
」
　
「
有
力
者
に
対
し
て
は
遽
六
畜
儒
、
百
姓
に
紺
し
て
は
猛
悪
な
る
人
間
で
あ
り
、
中
世
社
会
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

得
て
最
も
腐
敗
せ
る
人
種
」
と
、
口
を
き
わ
め
て
罵
倒
し
た
。
こ
れ
は
神
人
の
さ
き
の
よ
う
な
一
面
を
つ
い
た
発
言
で
あ
り
、
戦
時
下
の
情
況

の
中
に
お
い
て
み
る
限
り
、
当
時
の
被
抑
圧
者
の
激
し
い
憤
り
が
、
中
世
の
史
実
を
通
し
て
噴
出
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。
し
か

し
こ
の
激
情
を
、
い
ま
無
批
判
に
う
け
つ
ぐ
こ
と
は
重
大
な
誤
り
を
招
こ
う
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
発
言
は
反
面
で
、
悪
党
を
抑
圧
し
、
秩
序
整
然
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⑱

た
る
「
政
道
」
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
こ
の
時
代
の
統
治
者
の
立
場
に
、
そ
の
ま
ま
つ
な
が
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
神
人
が
石
母
田
氏
の
指
摘
し
た
よ
う
な
側
面
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
他
方
、
日
本
の
商
工
業
を
、
ま
た
芸
能
を
、

た
く
ま
し
く
担
い
発
展
さ
せ
て
い
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
れ
ら
供
御
人
、
神
人
な
ど
の
「
職
人
扁
た
ち
だ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

石
母
田
馬
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
側
面
は
完
全
に
切
落
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
こ
う
考
え
れ
ば
、
同
磯
の
圧
倒
的
な
影
響
下
に
開
花
し
た

戦
後
の
中
世
史
研
究
の
主
流
が
、
こ
の
方
面
の
問
題
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
成
果
を
あ
げ
え
ず
、
多
く
の
ド
グ
マ
の
横
行
を
許
し
て
き
た
理
由

も
、
自
然
に
と
け
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
戸
田
芳
実
氏
が
「
武
士
附
と
い
う
暴
力
組
織
に
よ
っ
て
百
姓
と
対
立
し
た
」
　
「
在
地
領
主
」
に
対
し
、
　
「
百
姓
の
側
に
定
着
し
た

一
つ
の
意
識
形
態
が
、
武
士
聴
屠
児
と
い
う
観
念
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
勤
労
生
産
者
と
し
て
殺
生
を
業
と
す
る
人
々
」
に
及
ん
だ
と
こ
ろ
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
荘
園
体
制
下
の
底
辺
を
な
し
た
被
差
別
者
大
衆
を
生
み
出
す
思
想
的
基
盤
の
一
つ
」
を
求
め
た
の
は
、
な
お
多
く
の
複
雑
な
問
題
を
残
す
と

は
い
え
、
鋭
く
問
題
の
所
在
を
つ
い
た
指
摘
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
き
の
、
特
権
を
も
つ
神
人
－
「
神
奴
」
と
平
民
百
姓
と
の
聞

題
は
、
こ
の
指
摘
に
つ
な
が
る
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
も
う
少
し
時
代
的
に
広
く
、
巨
視
的
な
意
味
で
は
あ
る
が
、

や
が
て
被
差
別
部
落
形
成
史
に
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
、
と
私
は
思
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
直
ち
に
散
所
法
師
、
さ
ら
に
は
犬
神
人
、
非
人
の
問
題
に
つ
き
当
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
掃
除
法
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
も
い
わ
れ
、
築
地
・
池
堀
な
ど
の
土
木
に
従
事
し
た
散
所
法
師
に
つ
い
て
は
、
森
末
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ
り
、
い
ま
そ
れ
に
加
え
う
る
こ

と
は
少
な
い
が
、
た
だ
「
散
所
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
の
先
入
見
を
去
っ
て
、
さ
き
の
よ
う
に
解
し
て
み
た
と
き
に
思
い
つ
く
点
に
の
み
、

こ
こ
で
は
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

　
森
末
氏
は
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
、
後
宇
多
法
皇
よ
り
東
寺
供
僧
・
学
衆
に
寄
進
さ
れ
た
散
所
掃
除
法
師
十
五
人
が
、
鎌
倉
末
期
に
は
検
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

違
使
の
、
永
徳
元
年
（
＝
二
八
一
）
以
降
は
侍
所
の
管
轄
下
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
　
「
散
所
法
師
」
の
統
轄

者
が
、
本
来
、
検
非
違
使
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
お
の
ず
と
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
は
、
祇
園
社
に
所
属
し
た
老
考
え
ち
れ
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て
い
る
今
小
路
散
所
法
師
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
り
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
ま
鎌
倉
期
の
法
師
た
ち
の
あ
り
方
を
十
分
明
ら
か
に
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
で
き
な
い
が
、
後
年
の
状
況
か
ら
み
て
、
若
干
の
田
畠
、
屋
地
を
給
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。
さ
ら
に
『
為
房

卿
記
』
康
和
五
年
（
一
一
〇
三
）
八
月
十
二
日
条
に
、
判
司
、
蔵
人
所
衆
、
武
者
所
、
諸
司
宮
人
、
鳥
羽
殿
侍
、
京
・
田
舎
召
次
、
各
種
の
工
匠

と
並
ん
で
、
鳥
羽
工
高
掃
百
二
人
、
法
勝
寺
庭
掃
四
十
二
人
、
尊
勝
寺
庭
掃
三
十
人
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
仁
安
四
年
（
一
一
六
九
）
の
「
長
福
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

縁
起
」
に
、
掃
除
を
負
担
す
る
田
堵
を
見
出
し
う
る
点
、
さ
ら
に
前
述
し
た
紀
伊
第
一
前
宮
の
庭
掃
が
給
田
を
与
え
ら
れ
て
い
る
事
実
等
々
を

考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
庭
掃
・
掃
除
法
師
が
、
さ
き
の
召
次
・
雑
色
の
よ
う
に
、
な
ん
ら
か
の
給
田
畠
、
免
在
家
を
与
え
ら
れ
て
い
た
と
み
て
も
、

と
く
に
無
理
と
は
い
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
場
合
も
、
　
「
散
所
」
と
は
、
本
来
そ
う
し
た
場
所
を
さ
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
う
し
た
法
師
の
集
団
は
、
元
来
は
検
非
違
使
の
管
轄
下
に
お
か
れ
、
長
者
に
率
い
ら
れ
て
、
京
巾
の
掃
除
、
あ
る
い
は
土
木
工
事
に
当
っ

て
い
た
が
、
と
き
と
と
も
に
寺
社
の
専
属
の
形
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
も
と
も
と
修
理
職
に
属
し
て
い

た
番
匠
、
造
酒
司
の
支
配
下
に
あ
っ
た
酒
麹
売
が
、
官
司
と
の
関
係
を
保
ち
つ
つ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
社
の
専
属
に
な
っ
て
い
っ
た
の
と
、
全

　
　
　
　
　
　
　
⑳

く
同
じ
過
程
で
あ
り
、
東
寺
に
寄
進
さ
れ
た
散
所
法
師
に
対
し
て
、
の
ち
の
ち
ま
で
検
非
違
使
及
び
そ
の
権
限
を
継
承
し
た
侍
所
が
課
役
を
賦

課
し
て
や
ま
な
か
っ
た
理
由
も
、
こ
う
考
え
れ
ば
自
然
に
理
解
で
き
よ
う
。

　
も
し
も
こ
の
推
定
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
召
次
・
雑
色
と
同
様
、
と
き
に
法
会
に
加
わ
り
、
門
空
の
行
列
を
供
奉
し
た
こ
れ
ら
の
法
師
た

ち
が
、
卑
賎
視
さ
れ
た
、
と
直
ち
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
や
は
り
、
後
年
の
「
散
所
」
の
あ
り
方
か
ら
類
推
し
た
「
散

所
」
の
語
の
拡
大
解
釈
と
い
わ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
東
寺
に
属
し
た
散
所
法
師
は
、
室
町
期
、
犯
科
人
の
住
宅
破
却
に
従
事
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
、
祇
園
社
に
属
し
た
犬
神
人
と
も
共
通
す
る

性
格
を
も
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
南
北
朝
期
に
は
「
非
人
」
と
い
わ
れ
、
平
安
後
期
、
河
原
を
ひ
ら
い
て
住
み
つ
い
た
と
い
う
こ
の
犬
神
人
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

最
初
か
ら
卑
賎
視
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
犬
神
人
は
他
の
神
人
の
場
合
と
同
じ
く
、
早
く
か
ら
河
原
畠
を
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

恩
（
給
畠
）
と
し
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
文
和
二
年
（
＝
一
一
五
三
）
五
月
の
申
状
で
は
、
自
ら
を
「
山
門
西
塔
釈
迦
堂
寄
人
」
と
い
い
、
　
「
職
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掌
人
」
　
「
重
色
人
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
、
社
頭
警
固
、
掃
除
、
御
行
供
奉
等
、
神
事
に
従
う
自
ら
の
職
裳
と
そ
れ
に
伴
う
特
権
を
、
な
ん
ら

の
は
ず
る
と
こ
ろ
も
な
く
堂
々
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
生
業
を
恥
ず
べ
き
こ
と
と
し
て
卑
屈
な
訴
状
を
書
か
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

た
近
世
の
「
械
多
非
人
」
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
姿
勢
で
あ
り
、
　
「
高
目
」
と
い
う
職
掌
を
「
重
役
」
と
い
っ
て
潭
ら
な
か
っ
た
興
福
寺
の
奈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

良
坂
非
人
た
ち
と
全
く
同
じ
と
い
え
よ
う
。
　
そ
れ
は
決
し
て
卑
賎
視
さ
れ
た
人
々
に
よ
る
裏
返
し
の
特
権
の
主
張
な
ど
で
は
な
く
、
　
自
ら
の

「
職
掌
」
1
清
目
、
掃
除
の
重
要
さ
、
大
切
さ
の
自
然
な
強
調
と
み
て
誤
り
な
い
、
と
私
は
考
え
る
。

　
も
と
よ
り
こ
う
し
た
職
掌
自
体
を
薇
れ
た
も
の
と
し
て
賎
延
す
る
見
方
は
、
す
で
に
早
く
か
ら
あ
り
、
鎌
倉
後
期
以
降
、
い
よ
い
よ
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

強
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
な
お
す
ぐ
に
、
日
本
の
社
会
で
支
配
的
に
な
っ
た
わ
け
で
も
、
ま
た
制
度
的
に
非
人

身
分
を
固
定
さ
せ
る
ほ
ど
強
か
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。

　
寺
僧
を
長
吏
と
し
、
特
定
の
職
掌
に
伴
う
特
権
を
保
証
さ
れ
、
騰
次
を
も
つ
座
的
集
団
に
組
織
さ
れ
つ
つ
、
強
力
な
武
力
集
団
と
し
て
畿
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

と
そ
の
周
辺
で
活
発
に
活
動
す
る
鎌
倉
・
南
北
朝
の
「
非
人
」
た
ち
は
、
握
々
的
に
は
神
人
・
供
御
人
・
召
次
・
雑
色
・
駕
輿
丁
な
ど
と
基
本

的
に
は
同
じ
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
や
彼
等
は
「
曹
」
と
い
う
盤
を
も
つ
が
故
に
職
掌
畑
」
と
よ
ば
れ
て
お
り
・
広
い
意
味
で

こ
れ
も
「
職
人
」
の
身
分
に
入
れ
る
こ
と
は
、
決
し
て
無
理
で
は
な
い
、
と
私
は
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
黒
田
俊
雄
馬
は
、
豊
か
な
示
唆
に
常
む
論
稿
「
中
世
の
身
分
制
と
卑
賎
観
念
」
に
お
い
て
、
非
入
を
身
分
外
の
身
分
と
規
定
し
、
　
「
権
門
体

制
－
荘
園
欄
社
会
の
支
配
秩
序
の
諸
身
分
か
ら
原
則
と
し
て
は
ず
れ
」
た
人
々
と
み
て
い
る
が
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
、

も
こ
の
点
は
事
実
に
反
ル
て
お
り
、
　
「
非
人
」
と
い
う
言
葉
の
響
き
に
と
ら
わ
れ
た
見
解
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
非
人
の
旺
盛
な
武
力
的
活
動
に
対
し
、
　
「
猛
悪
な
る
賎
民
集
団
」
と
見
る
見
方
は
、
当
時
も
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
前
述
し

た
石
母
田
氏
の
よ
う
に
、
現
在
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
非
人
た
ち
自
身
は
、
　
「
非
人
」
と
は
「
猛
悪
を
好
み
、
謀
反
を
構
え
」
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
　
「
有
情
之
人
類
」
と
し
て
決
し
て
恩
知
ら
ず
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
、
と
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
む
し
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

「
遁
世
者
一
般
」
を
さ
す
「
非
人
法
師
」
の
用
法
に
通
ず
る
も
の
が
あ
り
、
さ
き
の
「
神
奴
」
と
神
人
の
場
合
と
同
様
、
そ
の
こ
と
自
体
が
彼
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等
の
「
特
権
」
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
、

と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

と
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
さ
き
の
よ
う
な
見
方
で
は
到
底
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
側
面

　
さ
ら
に
ま
た
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
実
際
に
展
開
さ
れ
た
非
人
の
武
力
行
動
を
も
っ
て
、
も
し
「
悪
党
的
」
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
さ
き
の

神
人
を
は
じ
め
召
次
・
雑
色
に
い
た
る
人
々
、
別
の
視
角
か
ら
い
え
ば
畿
内
と
そ
の
周
辺
の
武
士
団
の
す
べ
て
に
共
通
す
る
特
徴
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
非
人
の
み
を
、
こ
と
さ
ら
に
と
り
出
し
て
「
猛
悪
」
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
を
真
直
に
み
る
限
り
不
可
能
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
う

し
た
非
難
と
賎
視
、
さ
ら
に
は
禁
圧
を
一
方
の
世
界
か
ら
加
え
ら
れ
つ
つ
も
、
重
視
に
よ
っ
て
心
を
曇
ら
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
非
人
た
ち
を
も

含
む
「
職
人
」
た
ち
の
世
界
は
、
鎌
倉
・
南
北
朝
期
、
な
お
広
く
独
自
な
世
界
を
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
一
方
の
世
界
か
ら

の
観
点
の
み
で
・
こ
の
時
期
の
社
会
の
全
書
が
と
ら
え
え
な
い
こ
と
は
・
も
は
書
明
の
こ
と
な
の
で
は
あ
る
ま
い
榊

①
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
芸
能
史
、
宗
教
史
の
分
野
で
の
研
究
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
が
、

　
例
え
ば
後
述
す
る
紀
伊
期
日
前
宮
の
陰
陽
師
給
、
ま
た
漁
泉
国
の
十
生
供
御
人
と

　
そ
の
給
君
国
等
々
を
視
野
の
中
に
入
れ
、
中
原
氏
が
前
掲
論
稿
四
六
頁
で
注
昌
し

　
て
い
る
よ
う
に
、
舞
入
多
忠
節
が
田
原
御
栗
栖
・
供
御
所
に
給
免
田
を
も
っ
た
と

　
思
わ
れ
る
甘
菓
供
御
人
の
沙
汰
人
と
し
て
現
わ
れ
る
事
実
ま
で
考
慮
に
い
れ
れ

　
ば
、
解
明
す
べ
き
問
題
は
な
お
多
い
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

②
　
永
島
福
太
郎
氏
『
奈
良
文
化
の
伝
流
』
（
畝
傍
書
房
刊
）
、
及
び
森
末
氏
前
掲
書
。

③
『
春
臼
社
記
録
』
B
記
二
。

④
　
晶
剛
掲
鞭
禰
二
五
五
～
六
百
ハ
。

⑤
　
『
春
日
社
記
録
』
日
記
二
。

⑥
同
右
、
臼
二
一
。

⑦
　
「
中
臣
祐
賢
記
」
文
永
十
年
十
一
月
日
、
勧
学
院
政
所
下
文
（
『
春
日
社
記
録
』

　
日
記
二
）
。

⑧
　
「
中
臣
祐
定
記
」
嘉
禎
二
年
十
月
四
日
条
（
『
春
日
社
記
録
』
日
記
一
）
。

⑨
第
一
飾
註
⑧
・
⑤
文
書
。

⑩
「
兼
仲
卸
記
自
弘
安
七
年
十
月
一
日
馬
賊
｝
月
針
日
巻
紙
背
文
書
」
和
泉
国
日

　
根
荘
預
所
陳
状
。
こ
の
陳
状
で
預
所
は
、
百
姓
等
が
春
B
社
神
人
の
権
威
を
募
っ

　
て
心
耳
を
す
る
と
難
じ
て
い
る
。
ま
た
「
兼
仲
卿
記
自
弘
安
五
年
七
月
一
日
至
九

　
月
華
八
日
巻
紙
背
文
書
」
に
は
、
弘
安
四
年
後
七
月
十
三
日
、
狼
籍
張
本
交
名
注

　
進
状
が
あ
り
、
吉
見
村
の
左
衛
門
尉
明
村
を
は
じ
め
六
人
、
岡
本
村
四
人
の
名
前

　
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
相
論
が
建
治
三
年
（
一
二
七
六
）
以
来
の
こ
と
だ
っ

　
た
こ
と
は
『
春
日
社
記
録
』
日
記
二
に
よ
っ
て
知
り
う
る
。

＠
　
「
和
田
文
霞
」
永
仁
二
年
十
一
月
七
日
、
沙
弥
性
連
譲
状
の
嫡
子
得
分
の
な
か

　
に
、
春
日
雑
免
二
町
一
反
大
三
十
歩
が
み
え
る
。

⑫
　
『
春
日
社
記
録
』
の
な
か
に
、
吉
見
神
人
、
春
木
神
人
の
よ
う
な
形
で
頻
出
す

　
る
。
ま
た
周
知
の
よ
う
に
、
建
武
四
年
（
一
三
三
七
）
六
月
、
春
日
社
供
祭
備
進

　
市
荘
神
人
等
は
、
堺
浦
魚
貝
売
買
の
輩
が
吉
野
に
通
じ
た
と
疑
わ
れ
、
売
買
を
停

　
止
さ
れ
た
た
め
に
神
供
が
闘
如
す
る
と
訴
え
て
い
る
が
、
こ
れ
も
い
う
ま
で
も
な

　
く
こ
の
神
人
た
ち
の
動
き
で
あ
る
。

⑬
紀
俊
嗣
氏
所
蔵
「
日
前
神
社
文
醤
」
、
「
神
窮
記
」
。
以
下
、
こ
の
文
書
に
つ
い
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て
は
、
宇
野
脩
平
玩
探
訪
、
鈴
木
行
三
氏
簗
写
の
日
本
常
民
文
化
研
究
所
架
蔵
の

　
写
本
を
使
用
す
る
。

⑭
内
原
郷
、
有
家
郷
、
湘
太
郷
、
秋
月
郷
、
大
田
郷
、
吉
田
郷
、
津
秦
郷
、
本
有

　
真
郷
、
新
有
真
郷
等
の
検
田
畠
取
帳
が
現
存
す
る
。

⑯
註
⑭
の
取
帳
に
は
散
所
神
人
給
は
み
え
ず
「
神
人
有
弘
給
」
の
よ
う
な
形
で
、

　
非
常
に
多
く
の
神
人
給
が
み
ら
れ
る
が
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る
「
諸

　
郷
畠
田
段
別
名
審
帳
」
に
は
「
散
所
神
人
給
」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

⑯
　
「
中
盤
主
脚
買
記
」
（
文
・
氷
六
年
正
月
日
）
銀
輪
日
頃
岡
神
人
雄
守
申
状
（
『
春
日
栓
記
鋒
硲

　
日
記
二
）
。

⑰
『
中
世
的
世
界
の
形
成
』
（
伊
藤
欝
店
刊
、
の
ち
東
大
出
版
羅
臼
）
第
四
章
第

　
一
節
三
、
一
＝
三
頁
及
び
、
同
章
第
三
節
一
、
二
七
七
頁
。

⑱
前
掲
拙
著
『
蒙
古
襲
来
』
三
七
〇
頁
参
照
。

⑲
　
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
で
石
母
田
氏
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
清
水
三
男
民
は
、

　
神
人
の
こ
の
よ
う
な
側
面
に
目
を
そ
そ
ぎ
つ
づ
け
た
。
こ
れ
は
三
浦
周
行
、
中
村

　
直
勝
氏
以
来
の
こ
と
で
あ
り
、
麗
麗
、
黒
田
、
横
井
、
脇
田
の
諸
氏
を
は
じ
め
、

　
こ
の
学
風
を
う
け
つ
い
だ
人
々
に
よ
っ
て
、
こ
の
顧
の
研
究
が
積
極
的
に
進
め
ら

　
れ
て
き
た
の
は
、
決
し
て
偶
然
の
こ
と
で
は
な
い
。
拙
稿
「
悪
党
の
評
価
を
め
ぐ

　
っ
て
」
　
（
『
歴
史
学
研
究
』
三
六
二
号
）
参
照
。

⑳
　
　
「
国
衙
軍
制
の
形
成
過
程
」
　
（
日
本
史
研
究
会
史
料
研
究
部
会
編
『
中
世
の
権

　
力
と
民
衆
』
所
収
）
。

⑳
　
前
掲
書
、
四
、
イ
、
東
寺
散
所
の
成
立
と
そ
の
発
展
、
参
照
。

⑫
　
同
書
、
二
七
九
～
二
八
一
頁
参
照
、
「
東
寺
百
合
文
霞
」
よ
十
六
下
　
散
所
方
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
庁
）

　
書
目
録
に
、
「
六
通
　
別
当
宣
等
当
寺
散
所
可
随
長
役
由
催
促
癖
」
と
あ
る
こ
と
に
も

　
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
永
徳
元
年
に
散
所
法
師
の
最
初
の
請
文
が
東
寺

　
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
（
「
東
寺
百
合
文
書
」
し
十
二
乙
一
十
三
）
、
こ
の
年

　
の
意
義
を
考
え
る
う
え
で
、
見
落
し
難
い
事
実
で
あ
る
。

＠
　
『
八
坂
神
社
文
書
』
下
、
一
二
七
賢
愚
。

層

⑭
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
が
、
南
北
朝
・
室

　
町
期
、
数
所
法
師
が
地
子
を
免
ぜ
ら
れ
た
麗
敷
を
も
ち
、
ま
た
別
に
田
畠
を
耕
作

　
し
て
い
た
こ
と
は
、
　
森
末
氏
前
掲
書
二
六
〇
頁
参
照
。
　
南
北
朝
期
の
東
寺
領
東

　
西
九
条
女
御
田
名
寄
帳
に
、
　
「
散
所
」
の
も
の
が
名
中
人
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と

　
（
岡
綜
合
的
研
究
』
史
料
第
四
）
、
「
東
寺
百
合
文
強
」
ひ
三
四
－
四
；
、
東
寺
領
人

　
夫
注
文
に
、
上
野
荘
、
上
久
世
荘
等
の
荘
園
と
並
ん
で
、
　
「
散
所
」
が
所
領
の
単

　
位
と
な
っ
て
い
る
点
も
、
あ
わ
せ
て
注
意
す
べ
き
事
実
で
あ
る
。

曾
　
治
承
元
年
十
一
～
月
日
、
山
観
葉
長
福
寺
縁
起
井
資
財
鰻
（
『
平
安
遺
文
』
第
八

　
巻
、
三
八
一
七
号
）
。
赤
松
俊
秀
氏
「
梅
津
長
福
寺
－
花
園
天
皇
旧
跡
」
　
（
『
京
都

　
歴
史
考
臨
法
蔵
田
平
、
所
収
）
参
照
。

⑳
註
⑫
「
日
前
神
社
下
下
」
。
有
家
郷
に
紀
国
と
い
う
庭
掃
の
給
田
が
二
反
み
ら

　
れ
る
。

⑰
前
掲
拙
著
『
蒙
古
襲
来
』
三
八
一
～
三
頁
参
照
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
磯
会

　
に
詳
し
く
考
え
て
み
た
い
。

⑱
　
森
華
氏
前
掲
繍
二
九
〇
頁
参
照
。
菩
提
院
行
遍
の
著
し
た
『
参
語
集
』
に
「
御

　
所
ニ
ハ
恪
勤
・
数
所
、
二
番
一
一
駈
仕
勤
之
」
と
あ
り
、
数
所
と
格
闘
と
が
対
称
さ

　
れ
て
い
る
点
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑳
横
井
清
氏
『
中
世
罠
衆
の
生
活
文
化
』
｝
五
四
～
五
頁
参
照
。

⑳
　
林
屋
氏
「
中
世
的
隷
属
斑
の
成
立
」
　
（
『
綜
合
的
研
究
』
第
三
、
解
説
）
。

㊥
　
　
「
早
稲
田
大
学
荻
野
研
究
室
所
蔵
文
書
」
、
永
享
九
年
卯
月
昔
九
日
、
某
書
状

　
に
「
紙
園
社
領
之
内
、
四
条
五
条
河
原
畑
事
、
犬
神
人
日
往
古
社
恩
之
由
承
候
敷
」

　
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
平
安
後
期
ま
で
、
そ
の
起
源
を
遡
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
『
八
坂
神
社
文
猫
』
上
、
一
二
四
六
号
。

⑳
　
蓬
左
文
埋
蔵
『
世
態
志
』
所
収
、
慶
応
三
年
五
月
、
大
坂
歯
茎
渡
辺
村
よ
り
歎

　
願
書
な
ど
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
第
一
一
節
註
⑦
拙
稿
で
全
文
紹
介
し
た
。

⑭
　
「
神
宮
文
庫
所
蔵
文
書
」
、
寛
元
二
年
四
月
間
、
大
和
国
奈
良
坂
非
人
陳
状
案
に

　
「
彼
者
本
寺
清
水
等
一
伽
藍
之
清
目
蹴
、
是
者
本
専
最
初
社
家
方
≧
之
清
目
重
役
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之
非
人
也
」
、
あ
る
い
巌
「
本
寺
重
役
清
目
之
非
人
等
」
と
あ
る
。

⑳
　
こ
う
し
た
裏
返
し
の
特
権
の
誇
張
が
現
わ
れ
る
の
は
、
蜜
町
並
以
降
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
特
権
と
差
別
と
は
表
裏
を
な
す
、
と
「
論
理
的
」
に
は
い
い
う
る
が
、

　
こ
の
鎌
倉
期
の
事
例
と
室
町
期
か
ら
近
世
に
い
た
る
そ
れ
と
を
、
お
し
な
べ
て
こ

　
の
「
論
理
」
を
も
っ
て
処
理
す
る
こ
と
は
、
非
歴
史
的
と
い
う
批
隅
を
免
れ
ぬ
で

　
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
点
前
掲
拙
稿
（
『
史
学
雑
誌
』
掲
載
予
定
）
で
も
の
べ
た
の

　
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
⑯
　
永
原
慶
二
氏
「
當
裕
な
乞
食
」
（
『
日
塞
中
世
社
会
構
造
の
研
究
』
岩
波
轡
店
刊
）

　
が
論
じ
て
い
る
「
今
昔
物
語
」
の
世
界
か
ら
、
「
塵
袋
」
さ
ら
に
「
壌
護
抄
」
と
、

　
こ
う
し
た
見
方
が
次
第
に
強
ま
っ
て
い
く
過
程
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑳
　
　
『
綜
合
的
研
究
』
史
料
第
四
、
九
一
～
九
九
頁
の
ほ
か
に
、
宮
内
庁
警
固
部
所

　
蔵
文
書
「
古
文
書
雑
纂
」
の
な
か
に
も
、
一
紙
の
断
簡
が
あ
る
。
な
お
こ
れ
に
つ

　
い
で
は
別
の
機
会
に
紹
介
、
論
述
し
て
み
た
い
。
“

爾
　
奈
良
坂
、
清
水
坂
の
非
人
が
給
免
田
を
与
え
ら
れ
て
い
た
か
ど
ヶ
か
は
睨
ら
か

　
で
な
い
が
、
免
在
家
は
ま
ず
間
違
い
な
く
保
証
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
・

⑳
　
職
掌
人
は
色
掌
人
乏
も
い
わ
れ
、
伊
勢
神
宮
で
は
大
内
人
．
物
忌
．
小
内
人
等

五
　
給
免
田
制
に
つ
炉
て

　
を
ふ
く
み
、
祇
園
社
で
は
犬
神
人
の
ほ
か
師
子
舞
、
田
楽
を
さ
し
、
若
狭
国
大
田

　
文
で
は
舞
人
、
倍
従
を
職
掌
人
と
い
い
、
給
免
国
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
壬
生

　
官
務
家
一
躍
抄
」
弘
安
四
年
閏
七
月
九
日
条
に
「
依
異
国
事
、
諸
社
職
掌
人
可
警

　
南
本
業
事
、
＃
寺
社
権
門
領
本
所
一
円
地
庄
官
以
下
、
随
武
家
下
知
、
野
望
戦
場

　
事
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
職
掌
入
を
さ
き
の
よ
う
な
人
々
と
考
え
れ
ば
、
こ
れ

　
ら
の
人
々
が
そ
れ
ま
で
諸
社
を
警
固
し
て
い
た
地
頭
・
御
家
人
・
荘
官
等
と
、
と

　
も
あ
れ
代
り
う
る
だ
け
の
武
装
集
団
だ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
身
分
的
に
も
、

　
御
家
人
・
荘
官
な
ど
と
、
そ
れ
ほ
ど
大
ぎ
く
違
う
人
々
と
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ

　
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
こ
こ
で
の
べ
た
こ
と
を
支
え
る
事
実
な
の
で
は
あ
る
ま

　
い
か
。

⑳
『
部
落
問
題
研
究
』
第
欝
十
三
輯
。

＠
　
註
⑰
の
史
料
参
照
（
九
ロ
一
、
九
三
百
一
）
。

⑫
　
序
註
⑥
横
井
氏
論
稿
（
『
中
世
民
衆
の
生
活
文
化
』
ニ
ニ
九
頁
）
参
照
。

⑭
　
前
掲
拙
著
『
蒙
古
襲
来
』
、
「
二
つ
の
世
界
、
一
一
つ
の
政
治
」
、
「
百
姓
と
職
人
」

　
の
章
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
給
免
田
制
に
つ
い
て
は
、
お
も
に
工
匠
給
免
田
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
と
ら
え
方
は
大
き
く
二
つ
に
分
れ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

　
一
は
、
名
田
欄
と
と
も
に
、
荘
園
領
主
の
自
給
的
支
配
体
制
を
支
え
た
も
の
と
し
て
こ
れ
を
と
ら
え
る
、
永
原
慶
二
氏
、
佐
々
木
銀
弥
氏
の

見
解
で
あ
る
。
都
市
に
居
住
す
る
荘
園
領
主
の
経
済
と
、
在
地
領
主
の
経
済
と
の
間
に
「
断
絶
」
を
見
出
す
永
原
氏
は
、
給
免
田
を
後
者
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

か
で
と
ら
え
、
　
「
村
の
手
工
業
老
」
が
領
主
に
編
成
さ
れ
た
形
と
す
る
。
佐
々
木
氏
も
給
免
田
の
給
与
者
i
在
庁
官
人
等
に
対
し
、
工
匠
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

き
び
し
い
隷
属
を
強
い
ら
れ
た
と
み
て
お
り
（
い
ず
れ
に
せ
よ
、
給
免
田
を
農
工
未
分
離
、
自
給
経
済
維
持
の
方
向
で
と
ら
え
、
そ
れ
を
媒
介
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と
し
て
、
領
主
は
エ
匠
を
自
己
の
経
済
内
部
に
編
成
し
た
と
み
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
こ
れ
に
対
し
、
浅
香
年
木
氏
は
給
免
田
を
与
え
ら
れ
た
工
匠
は
、
む
し
ろ
在
地
領
主
に
近
い
存
在
で
あ
る
と
し
、
横
井
清
氏
も
田
所
・
公
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

等
の
荘
官
給
免
田
と
工
匠
、
さ
ら
に
は
狭
義
の
「
芸
能
民
」
の
給
免
田
の
「
諸
職
」
と
し
て
の
共
通
性
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
脇
田
晴
子
氏
は

給
免
田
に
対
す
る
長
給
者
の
権
限
は
年
貢
徴
収
老
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
散
在
性
か
ら
み
て
も
、
こ
れ
は
手
工
業
者
の
農
業
か
ら
の
分
離
を
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

証
し
た
体
制
で
あ
る
と
主
張
し
、
永
原
・
佐
々
木
両
氏
の
見
解
に
批
判
を
加
え
た
の
で
あ
る
。

　
前
節
ま
で
に
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
私
も
基
本
的
に
後
者
の
方
向
で
給
免
田
制
を
考
え
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
前
者
の
い
う
よ
う
に
、
領
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
館
の
周
辺
に
住
ま
わ
さ
れ
た
下
人
所
従
的
な
手
工
業
者
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
名
田
制
と
対
置
さ
れ
た
給
免
田

制
に
つ
い
て
は
、
疑
い
も
な
く
後
者
の
見
方
の
方
が
事
実
に
即
し
て
い
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
後
者
の
見
解
の
な
か
に

も
、
な
お
前
者
の
影
響
が
あ
り
、
ま
た
卑
賎
視
忙
つ
い
て
の
「
通
説
」
の
浸
透
も
み
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
こ
れ
ま
で
の
べ
て
き
た
こ
と
を
ま

と
め
つ
つ
、
給
免
田
制
に
つ
い
て
、
若
干
、
敷
術
し
て
お
き
た
い
。

　
工
匠
を
は
じ
め
と
す
る
非
農
業
民
、
供
御
人
・
神
人
、
さ
ら
に
は
大
番
舎
人
・
召
次
・
雑
色
等
々
の
給
免
田
が
確
定
す
る
の
は
、
後
三
条
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

皇
の
延
久
新
政
を
重
要
な
画
期
と
す
る
十
一
世
紀
後
半
か
ら
、
十
三
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
混
乱
し
切
っ
た
人
と
土
地
に
対

す
る
諸
権
門
の
支
配
関
係
を
整
え
る
べ
く
、
院
政
々
権
は
た
び
た
び
荘
園
整
理
令
、
新
制
を
発
し
て
、
田
畠
の
帰
属
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

交
名
を
注
進
さ
せ
て
、
供
御
人
・
神
人
等
の
定
数
を
確
定
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
。
前
述
し
た
大
庭
散
所
雑
色
と
掃
部
寮
の
争
い
の
よ
う
な
摩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

擦
・
衝
突
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
お
こ
り
、
そ
の
激
動
の
収
束
は
武
家
政
権
の
確
立
を
ま
た
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
形
を
な
し
て
き
た
給
免
田
制
の
特
徴
は
、
次
の
諸
点
に
求
め
ら
れ
る
。

　
第
一
に
、
各
集
団
の
成
員
i
本
供
御
人
、
本
神
人
等
に
は
、
基
本
的
に
均
等
な
給
免
田
愚
・
在
家
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

あ
ろ
う
。
近
江
の
大
番
舎
人
、
御
稲
田
供
御
人
、
賀
茂
社
領
安
曇
川
御
厨
供
祭
人
、
和
泉
国
の
春
日
社
神
入
等
の
場
合
を
そ
の
実
例
と
し
て
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
、
他
の
す
べ
て
に
共
通
し
た
原
則
と
い
っ
て
も
よ
い
と
私
は
考
え
る
。
か
つ
て
渡
辺
澄
夫
氏
は
畿
内
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⑬

荘
園
の
特
質
を
均
等
名
に
求
め
た
が
、
恐
ら
く
そ
こ
に
も
同
一
の
原
理
～
課
役
の
均
等
な
割
付
け
と
そ
れ
に
対
応
す
る
給
免
田
・
名
田
の
均

等
配
分
の
原
理
が
働
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
レ
か
し
荘
園
の
場
合
と
異
な
り
、
召
次
や
供
御
人
た
ち
の
給
免
田
は
、
一
国
内
に
、
あ
る
い
は
国
を
こ
え
て
、
広
い
範
囲
に
散
在
し
て
い
た
。

前
述
し
た
諸
例
に
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
事
例
を
加
え
る
な
ら
ば
、
和
泉
国
網
曳
御
厨
の
内
膳
供
御
人
の
給
田
六
十
五
町
は
、
近
木
郷
領
家
方
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

三
町
五
反
、
地
頭
方
響
町
八
反
小
、
木
嶋
郷
土
生
度
六
町
の
ほ
か
、
佐
野
、
鶴
原
荘
等
に
散
在
し
て
お
り
、
酢
造
の
給
田
御
酢
免
は
、
近
木
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

領
家
方
三
町
、
地
頭
方
一
町
九
反
三
百
歩
、
土
生
度
五
丁
二
反
（
別
に
昼
秋
門
院
御
酢
免
田
二
丁
一
反
小
三
十
歩
）
の
ほ
か
、
草
部
郷
に
も
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

在
し
て
い
た
。
ま
た
河
内
国
大
江
御
厨
の
供
御
人
の
給
免
田
は
、
河
内
国
内
だ
け
で
な
く
摂
津
に
も
散
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
な

ら
ば
、
荘
園
を
そ
れ
ぞ
れ
一
個
の
自
立
し
た
経
営
単
位
と
み
る
見
方
に
立
っ
て
、
あ
る
荘
園
の
検
注
目
録
に
記
載
さ
れ
た
給
免
田
畠
を
す
べ
て

そ
の
荘
園
所
有
者
あ
る
い
は
在
地
領
主
が
支
給
し
た
も
の
と
考
え
、
給
免
田
の
被
給
者
の
隷
属
性
を
云
々
す
る
こ
と
は
、
全
く
現
実
ば
な
れ
し

た
虚
像
で
し
か
な
い
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
論
老
も
、
下
司
給
、
公
文
給
な
ど
に
つ
い
て
は
、
そ
う
考
え
て
こ
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
り
、
さ
き
に
敢
て
「
偏
見
」
と
い
っ
た
根
拠
は
こ
こ
に
あ
る
。
給
免
田
は
広
く
荘
園
公
領
制
の
全
体
の
中
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
必
要
が

　
　
　
⑱

あ
る
の
で
、
そ
れ
は
決
し
て
個
々
の
荘
園
支
配
者
や
在
地
領
主
の
恣
意
の
み
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て

お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
散
在
す
る
給
免
田
を
中
心
に
、
通
常
の
名
田
を
思
え
て
、
一
個
の
自
立
し
た
所
領
単
位
が
成
立
す
る
こ
と
は
、
し
ば

し
ば
あ
り
え
た
。
さ
き
の
網
曳
御
厨
、
大
江
御
厨
等
々
も
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
所
領
は
保
・
名
と
よ
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
大
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

保
、
召
次
保
、
散
所
名
な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
和
泉
国
草
部
郷
に
は
御
酢
免
を
中
心
に
、
御
酢
保
が
成
立
し
て
お
り
、
同
国
陶
器
保
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ま
た
、
大
膳
職
陶
器
寄
人
の
給
免
田
を
中
心
と
す
る
単
位
で
あ
っ
た
ろ
う
。
畿
内
の
み
で
は
な
い
。
若
狭
国
細
工
保
、
織
手
名
、
丹
後
国
細
工

所
保
、
讃
岐
国
土
器
保
、
尾
張
国
御
器
所
説
等
菱
は
、
み
な
局
じ
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
所
領
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
若
狭
国
大
田
文

に
み
え
る
国
芸
名
・
御
厨
名
・
雑
色
名
は
も
と
よ
り
、
在
庁
名
自
体
も
、
全
く
本
質
を
同
じ
く
す
る
単
位
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
在
庁
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も
、
細
工
も
、
こ
の
点
で
は
な
ん
の
区
別
も
な
い
の
で
あ
各
。

　
た
だ
こ
こ
で
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
場
合
で
も
、
給
免
田
を
保
証
さ
れ
た
人
々
の
帰
属
と
、
所
領
自
体
の
帰
属
と
は
別
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
点
で
あ
る
。
上
社
堅
田
供
祭
人
の
本
拠
、
堅
田
御
厨
の
地
が
山
門
領
で
あ
り
、
粟
津
橋
本
供
御
人
の
給
免
田
を
中
心
に
成
立
し
た
粟
津
橋
本

御
厨
が
独
自
に
伝
領
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
こ
う
し
た
例
は
い
く
ら
で
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
荘
園
に
給
田
を
与
え
ら
れ
て
い
る

下
司
・
公
文
が
、
在
庁
で
あ
る
と
と
も
に
鎌
倉
殿
御
家
人
に
な
っ
て
い
る
事
例
は
、
西
国
で
は
一
般
的
と
す
ら
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で

し
ば
し
ば
、
中
世
で
は
人
の
支
配
と
土
地
の
支
配
と
は
、
通
常
い
わ
れ
る
よ
う
な
意
味
で
は
決
し
て
統
一
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
っ
て
き
た
の

は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
、
い
ま
の
例
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
給
免
田
を
与
え
ら
れ
た
人
々
は
必
ら
ず
し
も
特
定
の
権
門
の
み
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
津
江
御
厨
供
御
人
（
今
宮
供
御
人
）
が
祇
園
社
の
大
宮
駕
輿
丁
に
な
り
、
禁
裏
駕
輿
丁
が
祇
園
社
の
綿
甲
神
人
を
兼
ね

　
　
　
　
　
　
⑳

る
よ
う
な
こ
と
は
、
中
世
の
当
初
か
ら
あ
り
え
た
。
さ
き
の
番
匠
・
酒
麹
売
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。
た
し
か
に
寺
社
と
結
び
つ
い
た
人
々
の
場

合
、
　
「
寺
奴
」
・
「
神
出
」
と
い
う
論
理
が
働
い
て
い
た
こ
と
も
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
関
係
は
決
し
て
単
純
に
「
奴
隷
的
」
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

い
い
切
れ
な
い
「
自
由
」
な
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
落
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
、
給
免
田
制
は
名
田
綱
と
並
ん
で
、
中
世
の
土
地
制
度
ー
ー
荘
園
公
領
制
を
支
え
る
基
本
的
な
柱
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
給
免
田
を
保
証
さ
れ
た
「
職
人
」
と
㍉
名
田
制
の
下
に
お
か
れ
た
平
民
百
姓
と
が
、
社
会
的
分
業
に
も
と
つ
く
中
世
の
二
大
身
分
で
あ
っ

た
、
と
私
は
考
え
て
み
た
い
。
も
と
よ
り
「
職
人
」
の
な
か
に
は
給
免
田
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
も
あ
り
う
る
。
別
に
の
べ
た
廻
船
鋳
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

師
は
ま
さ
し
く
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
で
も
免
在
家
は
保
証
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
出
隅
か
ら
塊
侃
師
、
陰
陽
師
、
そ
し
て
各
種
の
工
匠
、
さ
ら
に
田
所
・
公
文
・
下
司
等
の
荘
官
に
い
た
る
人
々
は
、
ひ
と
し
く
給
免
田
畠
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

在
家
を
保
証
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
み
な
「
職
人
」
身
分
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
「
職
掌
」
　
「
芸
能
」
に
は
も
と
よ
り
差
異

は
あ
り
、
保
証
さ
れ
る
田
畠
に
大
小
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
な
か
の
一
部
の
人
々
の
み
を
と
く
に
と
り
出
し
て
、
卑
賎
視
さ
れ
た
と
み
る
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こ
と
は
、
や
は
り
、
裏
返
さ
れ
た
「
偏
見
」
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
卑
賎
視
の
問
題
は
、
さ
き
の
事
実
を
事
実
と
し
て
認
め
た
う
え
で
、
あ

ら
た
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
遍
歴
・
漂
泊
の
問
題
に
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
中
世
前
期
に
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
が
社
会
的
に
万
宝
の
対
象
と
な
っ
た
と
直
ち
に

い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
私
は
考
え
る
。
　
「
職
人
」
の
う
ち
、
と
く
に
天
皇
及
び
一
部
の
寺
社
と
つ
な
が
り
を
も
つ
人
々
の
な
か
で
、
諸
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

自
由
往
反
の
権
利
を
保
証
さ
れ
た
集
団
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
詳
述
し
た
が
、
　
「
遍
歴
」
も
こ
の
場
舎
、
一
個
の
特
権
に

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
に
こ
そ
、
か
つ
て
横
井
氏
が
提
起
さ
れ
た
「
保
護
」
・
「
特
権
」
と
「
卑
賎
視
」
・
「
差
別
」
と
の
関
係
に
か

　
　
　
　
　
　
⑱

か
わ
る
問
題
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
構
成
、
あ
る
い
は
構
造
と
関
係
さ
せ
つ
つ
、
真
に
歴
史
的
に
と
ら
え
る
道
が
ひ
ら
か
れ
う
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
　
　
孕

①
『
藍
本
中
世
社
会
構
造
の
研
究
』
第
一
部
、
第
三
「
荘
園
領
主
経
済
の
溝
造
」
、

　
及
び
『
日
本
の
中
世
社
会
』
（
岩
波
書
店
刊
）
、
皿
三
、
2
、
参
照
。
な
お
永
原
氏

　
は
、
散
所
・
乞
食
・
非
人
な
ど
を
「
村
落
共
同
体
か
ら
の
流
出
罠
」
と
し
て
と
ら

　
え
、
最
初
か
ら
「
賎
民
」
と
規
定
し
、
ま
さ
に
そ
れ
故
に
、
中
央
領
主
は
こ
う
し

　
た
「
賎
民
」
を
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
民
支
配
の
条
件
を
か
た
め
た
と
し

　
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
対
極
的
な
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
林
屋
氏
の
認

　
識
と
共
通
し
て
お
り
、
論
理
的
に
は
整
っ
た
構
想
と
い
い
う
る
。
し
か
し
、
纂
実

　
は
こ
の
認
識
と
か
な
り
か
け
は
な
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
本
文
で
の
べ
た
通

　
り
で
あ
る
。

②
両
中
世
商
品
流
通
史
の
研
究
』
　
（
法
政
大
学
出
版
局
刊
）
第
二
章
荘
園
領
主
経

　
済
と
商
業
、
一
五
四
～
五
頁
。
な
お
、
佐
々
木
氏
の
場
合
も
、
畿
内
都
市
商
業
の

　
担
い
手
は
「
賎
畏
系
」
の
座
商
人
と
さ
れ
て
お
り
、
林
屋
・
原
田
氏
の
認
識
と
や

　
は
り
結
果
的
に
は
恥
じ
に
な
っ
て
い
る
。
同
氏
『
中
世
の
商
業
』
　
（
至
文
堂
刊
）

　
参
照
。

③
『
貝
本
古
代
手
工
業
史
の
研
究
』
（
法
政
大
学
出
版
局
刊
）
第
四
章
、
三
〇
五

　
頁
。

④
前
掲
書
、
第
四
、
「
荘
園
体
制
下
の
分
業
形
態
と
手
工
業
」
一
一
二
～
三
頁
。

⑤
前
掲
書
、
第
二
章
第
四
節
、
「
座
の
成
立
と
給
免
瞬
支
配
」
。

⑥
よ
く
引
か
れ
る
例
で
あ
る
が
、
安
芸
国
沼
田
荘
梨
子
羽
郷
の
地
頭
門
田
に
、
紙

　
す
き
、
番
匠
、
大
工
な
ど
の
人
々
が
田
地
を
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ

　
を
「
地
頭
の
イ
エ
の
経
済
が
職
人
衆
を
組
織
し
た
か
た
ち
で
運
営
さ
れ
て
い
た
こ

　
と
」
を
示
す
、
と
み
る
こ
と
は
、
一
応
可
能
で
あ
ろ
う
（
石
井
進
氏
『
中
世
武
土

　
団
』
小
学
館
刊
、
日
本
の
歴
史
1
2
）
。

⑦
荘
園
整
理
令
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
前
掲
拙
稿
「
中
世
文
書
に
現
わ
れ
る
古

　
代
の
天
皇
」
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
山
城
・
河
内
・
摂
津
に
御
稲
田
が
設
定
さ
れ
た

　
り
、
放
生
会
供
給
料
所
が
定
置
さ
れ
る
な
ど
、
諸
経
費
を
特
定
の
田
轟
か
ら
の
収

　
入
に
固
定
化
す
る
方
向
が
、
は
っ
き
り
と
進
行
し
は
じ
め
る
。
支
配
者
側
か
ら
い

　
え
ば
経
費
で
あ
る
俸
禄
・
給
与
が
特
定
の
田
畠
に
固
定
さ
れ
、
給
免
田
畠
が
成
立
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し
て
い
く
の
も
、
全
く
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
　
「
画
期
」
と
い
っ
た
理
由
は
そ
こ
に

　
あ
る
。

⑧
　
保
元
元
年
（
＝
五
六
）
溺
九
月
十
八
日
の
新
制
は
、
「
本
神
癒
交
名
丼
証
文
」

　
を
注
進
せ
し
め
て
お
り
、
建
久
二
年
（
＝
九
㎝
）
三
月
二
十
二
日
の
新
制
も
「
仰

　
其
社
総
官
等
》
豊
本
神
人
者
、
令
注
進
交
名
井
証
文
、
至
予
新
加
躍
者
、
曲
解
其

　
職
」
と
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
神
人
整
理
令
と
も
い
う
べ
き
法
令
で
あ

　
り
、
こ
の
神
人
交
名
は
諸
社
に
基
本
的
な
台
帳
と
し
て
保
管
さ
れ
た
の
は
も
と
よ

　
り
、
大
田
文
と
同
じ
よ
う
に
、
公
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
こ
こ
に
想
起
さ
れ
る
の
は
建
久
三
年
（
＝
九
二
）
～
岡
九
年
（
＝
九
八
）

　
に
か
け
て
注
進
さ
れ
た
西
国
諸
国
の
御
家
人
交
名
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
公
家
側

　
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
神
人
交
名
と
全
く
同
じ
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ

　
れ
る
。
御
家
人
と
神
人
を
等
置
す
る
こ
と
は
、
こ
の
意
味
で
も
な
ん
ら
不
自
然
な

　
い
の
で
あ
り
、
敢
て
い
う
な
ら
ば
、
散
所
舎
人
、
数
所
神
人
が
あ
る
な
ら
、
　
「
散

　
所
御
家
人
」
が
あ
っ
た
と
想
定
し
て
も
、
決
し
て
お
か
し
く
な
い
と
い
え
よ
う
。

⑨
前
掲
拙
稿
「
荘
園
公
領
捌
の
形
成
と
構
造
」
参
照
。

⑩
前
掲
橋
本
氏
論
稿
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
保
延
の
こ
ろ
、
宣
旨
に
よ
っ
て
、
本

　
坪
一
反
、
謂
田
一
反
、
雑
事
免
二
反
が
均
分
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

⑪
　
　
「
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
」
貞
永
元
年
六
月
辮
日
、
官
宣
旨
。
寛
治
以
降
、
神
人

　
五
十
二
人
に
人
別
三
町
つ
つ
の
免
田
を
国
領
か
ら
募
っ
た
と
い
う
。

⑫
河
内
国
大
江
御
厨
の
場
合
は
、
一
日
一
町
、
三
百
六
十
町
の
料
田
を
要
求
し
て

　
い
る
が
（
『
山
窟
記
』
）
、
こ
れ
も
一
種
の
均
等
原
器
と
い
え
よ
う
。

⑱
『
増
訂
畿
内
庄
園
の
韮
礎
構
造
』
上
下
（
吉
川
弘
文
二
心
）
。

⑭
第
一
簸
、
註
③
・
⑤
文
書
。

⑮
　
第
一
節
、
註
⑥
文
書
。

⑯
図
雷
寮
叢
刊
『
九
条
文
書
』
一
、
五
一
号
、
寛
元
二
年
二
月
廿
三
罠
、
源
盛
長

　
譲
状
に
「
草
部
郷
御
酢
保
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
同
五
号
、
建
長
二
年
十
一
月
日
、

　
九
条
道
家
初
度
処
分
状
の
な
か
に
み
え
る
「
和
泉
国
御
平
免
」
と
重
な
ろ
う
。

⑰
摂
津
国
渡
部
は
大
江
御
厨
に
属
し
て
い
る
。

⑯
「
井
手
文
書
」
、
嘉
禄
三
年
十
月
日
、
和
泉
国
同
庁
宣
に
「
神
仏
寺
権
門
勢
家
之

　
免
田
」
が
「
照
司
進
止
之
免
田
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
　
「
久
米
田
情
文
醤
」

　
嘉
暦
三
年
十
一
月
日
、
久
米
多
寺
雑
掌
快
実
申
状
案
に
よ
っ
て
、
貞
永
元
年
以
前
、

　
和
泉
国
寺
社
免
田
、
仏
神
領
を
確
定
し
た
「
国
前
帳
」
が
存
在
し
た
点
に
注
意
せ

　
よ
。
ま
た
「
性
海
寺
文
書
」
嘉
禎
二
年
十
月
日
、
尾
張
国
圏
司
庁
宣
案
が
、
諸
社

　
に
十
一
町
別
一
町
の
上
分
を
宛
て
て
い
る
こ
と
と
、
承
久
新
補
地
頭
得
分
を
規
定

　
し
た
率
法
の
十
…
町
別
…
町
の
免
田
と
の
一
致
も
決
し
て
偶
然
の
こ
と
で
は
な

　
く
、
地
頭
給
免
田
を
含
め
て
、
給
免
田
が
い
わ
ば
国
家
的
な
視
野
か
ら
と
ら
え
ら

　
れ
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
、
よ
く
示
し
て
い
る
。

⑲
私
は
近
衛
家
、
九
条
家
な
ど
の
所
領
目
録
に
み
え
る
大
番
舎
人
、
散
所
、
主
殿
、

　
さ
ら
に
近
江
国
田
上
輪
工
、
和
泉
国
御
櫛
造
、
丹
波
国
保
津
筏
師
等
々
は
、
も
と

　
よ
り
人
的
な
関
係
か
ら
成
立
し
た
所
領
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
れ
と
し
て
は
人
間

　
集
団
で
は
な
く
、
そ
の
給
免
田
を
中
心
と
す
る
所
領
を
さ
す
、
と
考
え
る
。
例
え

　
ば
前
述
し
て
き
た
和
撮
園
近
木
荘
に
は
、
近
衛
殿
櫛
造
の
雑
免
が
領
家
方
に
三
十

　
四
町
、
地
頭
方
に
十
町
あ
る
が
、
さ
き
の
御
櫛
造
と
は
、
ま
さ
し
く
こ
れ
を
さ
す

　
も
の
と
抄
う
。

⑳
駐
⑬
参
照
。

⑳
　
「
狩
野
亨
吉
氏
蒐
集
文
書
」
、
七
　
年
不
詳
十
一
月
三
日
頃
直
筋
素
案
（
『
平
安

　
遣
文
隔
第
九
巻
、
四
七
～
一
碧
）
に
　
「
大
勝
職
陶
器
寄
人
所
望
文
書
」
と
し
て

　
「
大
治
四
年
十
二
月
・
保
延
五
年
九
月
宣
雷
案
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑫
新
行
紀
一
氏
「
一
向
一
揆
の
基
礎
構
造
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
二
九
一
号
）
参
照
。

⑳
　
　
「
｝
穴
竜
山
守
文
漁
囚
」
　
一
、
正
購
磐
旧
年
六
月
日
、
世
良
親
王
偏
理
肱
跡
臨
川
寺
々
婿
聡
目
録

　
注
進
状
に
、
内
侍
所
を
本
家
と
し
、
世
良
親
王
を
領
家
と
す
る
こ
の
御
厨
が
現
わ

　
れ
る
。
三
社
長
洲
御
厨
供
祭
人
と
、
東
大
寺
と
の
関
係
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

⑳
脇
田
晴
子
「
中
世
の
舐
園
会
」
（
『
芸
能
史
研
究
』
、
四
号
）
。

⑮
　
　
「
九
条
家
冊
子
本
中
右
記
元
永
元
年
秋
巻
裏
文
霞
」
年
月
日
不
詳
、
よ
り
か
た
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申
状
（
『
鎌
倉
遺
文
』
第
五
巻
、
三
五
六
｝
号
）
は
、
散
所
雑
色
友
重
が
、
「
よ
り

か
た
」
の
所
従
乙
丸
の
父
と
名
の
っ
て
、
乙
丸
を
進
退
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
訴

え
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
、
友
重
が
な
ん
ら
か
の
「
奉
公
」
を
理
由
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
散
）

そ
の
行
為
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
　
「
よ
り
か
た
」
は
「
さ
ん
所
人

の
御
を
ん
な
く
て
め
し
つ
か
ハ
る
事
ハ
、
み
な
の
な
ら
ひ
に
て
候
」
と
い
い
、
友

　
　
　
　
　
　
（
号
）
　
　
　
　
　
　
　
（
無
道
）

重
が
「
さ
ん
所
の
か
う
を
か
り
候
て
、
む
た
う
を
」
た
く
ら
む
こ
と
を
不
法
と
し

て
い
る
。
こ
れ
は
「
散
所
」
を
冠
し
て
よ
ば
れ
る
人
々
が
、
　
「
御
恩
」
を
与
え
ら

れ
た
人
の
み
に
召
諾
わ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
散
所
雑
色
も
、
院
に
召
仕
わ
れ
、
神
人
に
な
る
こ
と
も
あ
り
え
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
な
お
こ
の
「
よ
り
か
た
」
が
、
秦
頼
方
で
あ
る
可
能
性
は
十
分
あ
り
、

と
す
れ
ば
、
問
題
は
さ
ら
に
ひ
ろ
が
る
。
こ
の
よ
う
な
人
々
、
公
的
に
給
免
田
を

保
証
さ
れ
た
「
職
人
」
と
、
天
皇
・
院
・
摂
関
家
や
神
・
仏
と
の
間
に
結
ば
れ
る

　
関
係
は
、
少
な
く
と
も
家
人
型
の
主
従
関
係
と
は
異
質
で
あ
り
、
家
礼
型
の
そ
れ

　
に
当
る
で
あ
ろ
う
が
、
私
は
こ
れ
を
す
ぐ
に
主
従
制
と
せ
ず
に
、
一
応
、
統
治
権

　
的
な
人
間
支
配
と
規
定
し
て
お
ぎ
た
い
。
恐
ら
く
こ
れ
は
、
ア
ジ
ア
の
み
な
ら

　
ず
、
西
欧
を
も
ふ
く
む
広
い
視
野
か
ら
考
え
て
み
な
け
れ
ば
、
解
決
し
難
い
問
題

　
で
あ
り
、
今
後
な
お
、
考
え
て
み
た
い
。

⑳
　
拙
稿
「
中
世
初
期
に
お
け
る
鋳
物
師
の
存
在
形
態
」
（
『
名
古
屋
大
学
日
本
史
論

　
集
』
上
巻
、
吉
川
弘
文
館
刊
）
。

⑳
　
「
職
人
」
の
集
団
内
部
に
、
本
・
脇
・
間
入
の
区
別
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の

　
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

⑱
　
序
、
註
⑭
拙
稿
。

⑳
　
序
、
註
⑥
論
稿
。

結

中世前期の「散所」と給免田（網野）

　
中
世
後
期
に
入
る
と
、
　
「
散
所
者
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
明
ら
か
に
卑
賎
視
の
ひ
び
き
が
入
っ
て
く
る
。
ま
た
遍
歴
、
漂
泊
す
る
人
々
に
対

す
る
警
戒
も
露
骨
に
な
り
、
さ
ら
に
は
特
定
の
「
職
掌
」
を
薇
れ
多
き
も
の
と
す
る
見
方
も
、
社
会
で
支
配
的
に
な
り
は
じ
め
る
。
中
世
前
期

に
つ
い
て
本
稿
で
の
べ
た
き
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
こ
う
し
た
転
換
の
根
源
を
さ
ぐ
る
こ
と
は
、
す
べ
て
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
た
だ
そ
こ
に
、
さ
き
に
ふ
れ
た
「
職
人
」
と
平
民
百
姓
と
の
激
し
い
矛
盾
が
深
く
か
ら
ん
で
い
る
こ
と
は
、
ま
ず
間
違
い
な
い
と
私
は
考
え

る
。
こ
れ
を
「
分
裂
支
配
」
の
体
制
と
そ
の
結
果
、
と
規
定
す
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
正
し
い
。
し
か
し
そ
れ
は
一
個
の
解
釈
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
矛
盾
が
い
か
な
る
性
質
の
も
の
な
の
か
、
そ
れ
が
双
方
に
残
し
た
、
た
や
す
く
消
し
難
い
刻
印
は
、
そ
の
後
の
時
代
に
い
か
な
る
意
味
を

も
っ
た
の
か
等
々
を
き
め
細
か
く
辿
り
、
日
本
の
民
族
的
体
質
ま
で
を
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
、
さ
き
の
転
換
の
根
源
を
真
に
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
方
向
に
進
も
う
と
す
る
と
き
、
「
必
ら
ず
や
お
て
る
で
あ
ろ
う
「
体
質
論
に
堕
す
る
略
の
」
乏
い
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う
批
判
に
対
し
て
は
、
こ
う
論
答
え
し
て
お
き
た
い
。
わ
れ
わ
れ
が
前
に
お
い
て
い
る
の
は
、
日
本
民
族
の
体
質
そ
の
も
の
を
根
底
的
に
変
革

す
る
ほ
ど
の
大
き
な
課
題
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
。

　
諸
先
学
の
駿
尾
に
対
し
て
、
こ
の
方
面
の
勉
強
を
は
じ
め
な
が
ら
、
多
く
の
先
学
に
対
し
て
批
判
的
な
言
辞
を
吐
く
結
果
に
な
っ
た
。
非
礼

を
御
海
容
い
た
だ
け
れ
ば
幸
で
あ
る
。
ま
た
史
料
の
蒐
集
も
十
分
で
は
な
く
、
考
え
過
ぎ
や
誤
り
も
少
な
く
な
か
ろ
う
と
思
う
。
大
方
の
忌
避

の
な
い
御
批
判
を
切
望
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
七
五
年
八
月
十
日
稿
・
十
月
廿
六
日
補
正
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
名
古
屋
大
学
文
学
部
助
教
蟹
・
名
古
屋
市
天
白
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Sα吻’o散所and　Ky　timenden給免田in　the　Early　Middle　Ages

by

Yoshihiko　Amino

　　The　Sanjo　has　usually．been　regarded　as　the　lowly　people．　Though

this　yiew　has　often　been　criticizeCl　．・and　reconsidered，　it　still　remains

acurrent　view。．、　But　in　t1ユe　early　Middle　Ages，．　Sanjo・Meslaitsugi散所

召次，Sanj’o－Zδshilei散所雑色，　Kayochδ駕輿T　were．．　given　the　same

rights．　of　Kptmendenbata給湿田畠and痴卿在家that．Oban－toneri大番

舎人．was　given．　And、　so　with　Sanio－finin散所神人or　Sα勿。一砺3砺散所

法師，Ithink．　On　one　hand　these　people　Were　engaged　in．：the　non－

agricukural　occupation，　but　on　the　other　by　being　granted　Kydimenden

they　were　privileged　people．　Even　the．people　of　Gokenin御家人・class

2ndeed　became　Meshitsugi，　Zbshilei，　Kayocho，　．　and　so　on．　So，　in　the　early

Middle　Ages，　the　title　of　S吻。　had　nothing　to　do　with　regarding　as

the　lowly　peoPle．　These　I〈ytimenden・system　and蜘δdθ％名田一system

were　the　two　factors　of　Sh6en－Kbry∂荘園公領一system．　The　former

corresponded　to　the　craftspaan　and　the　latter　the　common　farmer．

Both　formed　the　two　great　classes　resulting　from　the　social　division

of　labour　in　the　Middle　Ages，　aBd　in　this　sense　the　above　mentioned

people　were　the　craftsmen．　Assuming　this，　we　must　reconsider　the

fact　that　after　the　late　Mlddle　Ages　Sanjo　came　to　be　regarded　as　a

lowly　people，　in　relation　to　the　great　change　of　the　social　structure．

A　Study　of　the　Tax　Collection　System

　　　　　　in　the　Ofea夕ama．岡山　Clan

by

Seiji　Tanaka

　　The　aim　of　the　article　is　to　clarify　concretely　how　the　tax　co11ection

system　of　the　Oleayama　clan　worked．　During　its　administration　of

Harima　g・＃）wa　province　and　also　during　its　ear！y　days　in　Ohayama　（up

to　the　KanbMn寛文era），．　the　lleeda池田clan　adopted　the　Domen±免
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